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               会           議 

午前１０時 ０分開議 

 

○議長（増田 清君） おはようございます。 

  出席議員が定足数に達しておりますので、会議は成立しました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第４２号の上程・説明・質疑・委員会付託 

○議長（増田 清君） 次は、日程により、議第42号 下田市税賦課徴収条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

  当局の説明を求めます。 

  税務課長。 

○税務課長（河井文博君） それでは、議第42号 下田市税賦課徴収条例の一部を改正する条

例の制定についてご説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、議案件名簿の14ページをお開きください。 

  下田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものでございます。 

  提案理由ですが、軽自動車税の納期を変更するためでございます。 

  それでは、条例改正関係等説明資料の11から12ページをご覧ください。 

  下田市税賦課徴収条例（昭和30年下田市条例第31号）の一部を次のように改正するもので、

11ページが改正前、右側12ページが改正後となっており、アンダーラインの箇所が今回変更

するところとなっております。第83条第２項中の「４月15日から同月30日」を、右側のとお

り、「５月15日から同月31日」に改めるものでございます。 

  下田市税賦課徴収条例第83条は、軽自動車税の賦課期日及び納期の規定でございまして、

軽自動車税の賦課期日は４月１日、納期は４月15日から同月30日までに納めることとなって

おりますが、この納期を一月延ばし、５月15日から同月31日までに変更させていただくもの

でございます。 

  軽自動車は、近年、維持管理のしやすさから年々課税台数が増加し、特に自家用軽四輪の

課税台数は平成11年からの10年間で２倍も増加しております。これに加え、賦課期日前の毎

年３月は車の乗りかえ等の異動件数が通常の1.5倍から２倍に急増し、４月１日の賦課期日

から納税通知書発送の４月15日頃までの短期間は、軽自動車の課税事務は繁忙を極める状態
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が毎年続いているところでございます。一方、この時期は住民税の課税事務も並行して進め

なければならないことなど事務が集中し、課税誤り、課税漏れを誘発しかねません。このよ

うなことから、軽自動車の納期を４月から５月に変更させていただきたいとするものでござ

います。 

  なお、県が課税する自動車税も５月となっていることから、５月は自動車税の納付月と覚

えやすく、納税者の納期内納付意識を高めることができるものと考えております。なお、参

考までに、平成22年８月1日現在、静岡県23市のうち19市が５月以降の納期となっておりま

す。 

  さて、議案件名簿の15ページに戻っていただきまして、附則です。この条例は、平成23年

４月1日から施行するものでございます。 

  以上、大変雑駁な説明でございましたが、議第42号 下田市税賦課徴収条例の一部を改正

する条例の制定についての説明を終わりとさせていただきます。よろしくご審議のほど、お

願い申し上げます。 

○議長（増田 清君） 当局の説明は終わりました。 

  本案に対する質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（増田 清君） 質疑はないものと認めます。 

  ただいま議題となっております議第42号議案は、総務文教委員会に付託いたします。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎発議第７号の上程・説明・質疑・委員会付託 

○議長（増田 清君） 次は、日程により発議第７号 下田市林道管理条例の制定についてを

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  １番。 

○１番（沢登英信君） おはようございます。 

  皆さん、お手元の資料をお開きいただきたいと思います。 

  発議第７号 平成22年９月10日。 

  下田市議会議長 増田 清様。 

  提出者、下田市議会議員 沢登英信。 
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  賛成者、下田市議会議員 土屋誠司。 

  下田市林道管理条例の制定について。 

  上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び下田市議会会議規則第14条の規定に

より提出いたします。 

  提案理由は、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全を図るためでございます。 

  説明は、説明資料のほうで進めさせていただきたいと存じます。 

  本年3月の議会におきまして、林道管理条例を提案させていただき、継続審議ということ

で６月議会におきまして残念ながら否決という形ではございましたが、林道管理条例の必要

性、そして、それらが早急に制定する必要があるんだ、こういうことは全産業厚生委員の皆

さんの合意をしたところであろうかと思います。この報告の中で、条文の整合性等に大きな

疑問があると、こういうご指摘でございましたので、６月議会で指摘されました事項をそれ

ぞれ検討していただきまして再度提出をすると、こういう内容のものでございます。早急に

条例化していただきたいと存ずるものであります。 

  １条及び２条につきましては、前回と同じ内容になっておりまして、ご案内のように、林

道は一般交通の用に供するための道ではございません。林野の林業的利用の高度化を図るた

め、森林法や森林基本法第１条第１項の規定の施設となっているものであります。ところが、

ここ近年、森林の公益的機能が拡大され、住民の生活道路や観光道路として利用される林道

も全国的には出てきているわけであります。その結果、各地で林道沿線の廃棄物の不法投棄

や産業廃棄物処分場によります自然破壊、産廃公害が発生する、林業の施業とは相反する事

態が引き起こされ、その防止が求められてきているわけであります。 

  しかし、産業廃棄物の業の許可は県知事である、国から委託されて県知事が権限を持って

いる、各地方自治体は何らの、意見を申し述べるだけでありましてその決定権は持っていな

いというのが現状であります。そういう中におきまして、林道の管理条例を制定する必要が

ある、こういう指導が国からも各自治体におろされてきているわけであります。そして、規

則だけではなく、条例にしなければならないということは、ご案内のように、15本もの林道

があるということであれば、当然その林道をどのように利用していくのか、市民にどう提供

していくのかということを地方自治体下田市として定めてまいらなければならない、こうい

うことになるをわけであります。まさに、林道があるにもかかわらず、林道の管理条例がな

いということは、地方自治体の怠慢である、こう言っていいと思うわけであります。 

  そして、単純なる怠慢だけではなく、規制するためには規則ではなく条例化をしてまいら
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なければならないということであります。地方自治法第14条第２項「義務を課し、権利を制

限するには条例によらなければならない」、この規定によって、繰り返しになりますが、国

も県も条例化をするようにという指導を各自治体に平成７年当時から既におろしてきている

わけであります。 

  さて、皆さんの産業厚生委員会で指摘されましたところでございますが、第４条の（２）

でございますが、生活道路に関するところでございます。「当該林道の利用を区域内の住民

が」、ここの文言が、なかなか理解が困難だ、何を意味しているのか、こういう疑問が出さ

れました。そういう中で、「生活道路として使用するとき」、明確に定めたわけであります。

さらに、３月に出しました４条の（４）現在の条例ではそれを削除してございます。 

  11条との規定の関連でございますが、ここの部分の整合化を図る必要があるのではないか、

こういう指摘を受けておりましたので、４条の「第１条の規定により市長の許可を得て設置

した工作物、施設等の所有者は、その利用者が使用するときこれは許可を必要としない」、

11条で受けているからということでございますが、施設と道路は違うと、こういうことで削

除をしまして、（５）までありましたのを４にしたということでございます。 

  次に、第５条でございますが、「使用許可の基準」、よろしいですか。ページ数で、古い

ほうでは21ページとなっておりますが、新しいほうでは説明資料の２ページにあろうかと思

います。そこの部分の「寝姿山林道で観光イベント等をやる計画が当然想定される。１カ月

以上の長期にわたって使用することが認められるとき使用を許可しない」という条件に「１

カ月以上」というのが入っている。これは観光イベントとしての利用を妨げるものではない

か、こういうようなご指摘もございましたので、同様に削除をする。その運用については当

局にお任せする。条例の施行令のほうで進める、こういうことで削除をして、これも５条は

（５）までということで提案を申し上げたいと思います。 

  改正の主なるところは第９条でございます。ご案内のように４トン以上の車両で土砂、残

土あるいは産廃を含めました廃棄物を運搬する行為については禁止をしていこう、こういう

提案をさせていただいたわけでございますが、ここの部分を大型車及び大型特殊自動車に限

定する、こういうことで進めたい。その意図は、市内の業者についてまですべて規制をする

とうことよりも、大都会から運ばれてきます大量の産廃、この規制をきっちりしていこう、

ここに条例の趣旨を、ポイントを絞っていこう、こういうことで、大型自動車及び大型特殊

自動車で運搬する行為については禁止をきっちりしていく、こういうことで改正内容を提案

させていただきたいと考えているものであります。 
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  なお、ページをはぐっていただきまして、第15条、権利譲渡の禁止につきまして異論が出

されております。ページ数は解説の８ページかと思います。これは、下田市の林道の規則に

ございますそのままを適用してまいりたい。「権利譲渡の禁止」ではなく、「許可証の譲渡

等の禁止」と、こういうことで第15条「占用者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与しては

ならない」、現在こういうことで進められておりますので、この規定はそのまま条例にも引

き継ぐということで提案させていただきたいと思うわけであります。 

  なお、附則の一番最後をご覧になっていただきたいと思いますが、３月に提案しまして、

今議会での提案ということでございますので、約１カ月、告示等の手続も必要ということで、

この条例は、平成22年11月１日から施行する。 

  なお、２項におきまして、「下田市林道維持管理規則（平成７年度下田市規則第５号）は

廃止する」、条例の制定と同時に規則は廃止していただく。３項としまして、「この条例の

施行の際現に下田市林道維持管理規則（平成７年下田市規則第５号）により許可を受けてい

る者は、この条例の規定によって許可を受けたものとみなす」と、こういうことで提案して

まいりたいと思います。 

  提案理由の説明は以上でございます。 

○議長（増田 清君） 提出者の説明は終わりました。 

  本案に対する質疑を許します。 

  ４番。 

○４番（土屋雄二君） 観光地下田の自然環境保護という部分で異議はないんですが、下田市

もそのために多額な金額を下水道等で費やしてまいりました。条例をつくるということで質

問させていただきます。 

  先般、市道落合から入っていく道路が鉄橋と並行したところでとまっておりましたが、そ

れから神社の並びまで、市道の部分ですが行くようになって、あれがだんだん延びていきま

すと、今計画ができて工事をしたりしております。そうすると、この林道落合縄地線に接続

するわけですが、この道路というのは、今でも古い道路を使って、夏の白浜の混雑するのを

さけて一般道化しておるわけなんですが、この道路を要するに林道の今、傘をかぶっている

わけなんですけれども、このままこの条例に載せるということは非常に後々問題があるんじ

ゃないかと。また、本条例で問題になっているヒノキ沢林道というのは、どちらかというと

産業道路化しているという意味合いがあってこういう条例が出たわけなんですけれども、15

本の林道を一本化する、ひとくくりにするということに大きな問題があるのではないかと私
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は思います。 

  それから、４条の２項「第２条に規定する大型自動車及び大型特殊車」というのを、今説

明がありましたけれども、具体的な条文上の説明をお願いしたいと思います。 

  それで、条例としてなかなか言葉の意味が明確でない箇所が多々あるのではないかと。５

条の２項の「又は汚損」という言葉がありますね。それで、５条の５項に「林道周辺」、周

辺というのはどういう意味を持つのか。７条の２項にも「周辺の環境保全」という「周辺」

という言葉があります。８条の条文に「林道沿線」の「沿線」というのはどういう意味を持

っているのか、10条の「通行等」、この「等」はどういう意味をしているのか。10条の３項

に「区域内」という言葉がありますが、また、11条の条文に「接続する土地」という、12条

の３項に「水源」という言葉がありますが、条例として的確かどうかご説明をお願いいたし

ます。 

○１番（沢登英信君） ４点ほどのご質問があったかと思うわけです。 

  第１点は、落合の道路は、むしろ夏場は観光道路として利用されているのではないか、そ

れまで規制するのはいかがかと、こういうご質問の一端かと思いますが、提案されています

条例は、何らそのような通行を規制するものではございません。土砂や産業廃棄物、そうい

うものを大型車で通行するときに禁止する、あるいは施設をその隣接地につくるときに許可

届をしてください、こういうことでございますので、現在、夏場で通行している状態を禁止

しようというものではないことは明らかであろうかと思います。 

  なお、ヒノキ沢林道におきましても同様でありますが、産廃や土砂の大型車ということで

すから、一般的には中型は積載量でいきますと6.5トンという定めになっていようかと思い

ます。７トン車、８トン車というのは余り見かけませんで、トン数とすれば10トン車以上が

大型車、こういうことになるわけであります。第１点目のお答えはそういうことでございま

す。 

  第２点目のそれぞれのところの「周辺」であるとか文章が理解困難だと、こういうことで

ございますが、参考例に、市原、日向、南丹市あるいは基山町、それぞれの条例を見まして

も、すべてこのような表現になっております。一つの法律用語としてご理解をいただいて何

ら疑問はないと、こう存ずるところでございます。具体的にそれらの文言をどう理解し、ど

う施行するかということは、当局の権限の中にあると、こう言えると思います。 

  林道に接する場所とは、そのまま林道に接する場所であります。その場所の大きさが、た

った１平米ぐらいのものまで規制するのかしないのかということは、それは当局の権限の中
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にあって、施行で定めていただければいいと。具体的には、下田クリーンセンターの990平

米は、土地利用のことになりますけれども土地利用の審議をし、870のふれあいの下田の残

土処理は対象にしないと、こういうことは当局が現実にやってきているわけでありますから、

こういうことの恣意的なことが行われないように、きっちり施行のほうで定めていただいて

公平な行政を進めていただければ何ら問題はないことであると思います。 

  それから、15本の林道を１本の条例でまとめるのは問題がありはしないか、こういうこと

でございますが、各市においても林道というのは１本ではございません。それぞれ多数の林

道施行の中で下田市と同様のあるいはそれ以上の林道を持っているわけであります。林道ご

とに管理条例をつくっているあるいはそういう指導を国や県がしているというようなところ

はどこにもございません。市の施設である限り、公平に同じように管理条例で扱っていくと。

それぞれの林道の性格の違いは、それぞれ施行の段階で工夫して管理していく、こういうこ

とが求められているのではないかと思います。管理条例を何本もつくるというような自治体

は日本国どこにもないと、こう明言していいかと思います。 

  答弁漏れはございましたでしょうか。 

○議長（増田 清君） ４番。 

○４番（土屋雄二君） 私は、１本化する、１本でくくるのは難しいというのであって、落合

の道路というのは夏場だけ通るわけではなくて、ふだんから林業道路というよりも、一般道

路化しているのが現在の状態だと思います。 

  それで、いろいろな林道があってよいというような発言でしたが、林道条例に入れるのな

ら、例えば落合縄地線を林道条例から外すとかするような行為があったほうが明確ではない

か、条例としてやっていくのなら。どこの地域でも不備なまま、いろいろな種類の林道があ

るんだよというのではなくて、下田市の条例を今つくろうとしているのであって、そういう

部分が必要ではないかと思います。 

  それから、大型車両について、林業に関したもの以外の大型車を規制するという解釈です

か、発言は。 

〔「そうです」と呼ぶ者あり〕 

○４番（土屋雄二君） それから、この条例がここで可決されますと、先ほどの発言によりま

すと、当局が文言については修正するというあれでしたのですが、この議場で通ったらこの

まま条例化されるんじゃないんですか。 

○議長（増田 清君） 答弁お願いします。 
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○１番（沢登英信君） 文言を修正する気なんか一つもございません。正しいものを提案した

と考えております。その理解が、文言の理解に疑義があると土屋議員おっしゃっているわけ

ですね。どういう疑義があるのかということは、内容は明確には述べられなかったと思うん

ですが、疑義があると。それをどういうぐあいに解釈するかというのは細かなことになりま

すので、運用の段階の問題になりますので当局の権限の中にあるんですよと、こういうお答

えをしたわけです。私の権限の中にはない、当然議員の中にはそんなものはない、これを執

行する当局のほうにあるんです。 

  それから、もう一つご質問がございましたので、例えば生活道路化しているので林道では

なく一般道にしたらどうかと。これまた私の権限ではございませんで、当局の権限のうちに

あるわけであります。落合縄地線が林道ではなく、森林の振興のための道路ではない、一般

道だ、こういうことであれば一般道の規則にのっとった構造令を持った道路としてつくりか

え、一般道にしていただく、こういうことになるわけであります。現在は森林法に基づく林

道の基準に従った構造令によります道路としてつくられ供用されていると、こういうことで

ございますので、基本的にはどういう通行がありましても林業施業者がその道路の周りに林

業地というのが法律で定められているわけです、林道をつくるためには。ですから、周辺と

いうのはどこかというのは、法律で既に定められている、だれのたれ兵衛のこういう林地、

あるいは下田市のこういう森林植林地と、こういうぐあいに地域が定められて、それを振興

するために林道が必要なので道路を通してあると、こういう枠組みの中での林道でございま

す。ですから、周辺地等の理解も、その法律に基づいた理解をしていただく、何ら問題はな

いと私は考えるものであります。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） ４番、３回目です。 

○４番（土屋雄二君） 文言の、私はこれを直す気はないと。提出者ですから、当然完璧なも

のを出されるというのは理解できます。理解できない部分については、当局が細則をつくる

とか準則をつくるとかという解釈でよろしいですか。 

○１番（沢登英信君） 施行令でこれを実施する、どういう手続の申請書を出してもらうかと

かですね。 

○４番（土屋雄二君） それから、先ほどの落合縄地線なんですが、現在の計画が進められて

いるわけです、一般道として、私の解釈は。それなら、条例化する前に外すのが筋じゃない

かと私は思います。 
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○議長（増田 清君） 答弁は質問が終わってからにしてください。 

○１番（沢登英信君） 土屋議員への答弁は、済みませんが、私はできかねると。むしろ市長

に答弁をいただいたらいかがかと思います。そういう内容のご質問かと思います。林道とし

て台帳に登録されております道路は、林道として管理するというのが建前かと思います。そ

れを外すということにつきましては、執行権といいますか、そういう、外していいような道

路につくりかえませんとできないという事情があろうかと思いますので、そういう検討は当

局に、市長にしていただくしかない、こう思います。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ありませんか。 

  ９番。 

○９番（増田榮策君） ２点ほどお伺いしたいと思います。 

  まず、この林道条例は、下田市の中で大きな対象となるところは国道、県道、そういう道

路に接しておりますヒノキ沢林道及び寝姿林道だと思います。この林道条例、全国でいろい

ろありまして、いろいろな判決を見ますと、要するに林道というのは地方自治法244条の１

項の公の施設に当たるのかどうかという裁判の争点がございます。ヒノキ沢林道及び寝姿林

道、公の施設に当たるのか当たらないのか、その点を提出者はどのように考えておりますか、

お伺いいたします。 

  第２点は、林道は開設時に周辺の山林所有者、こういう方が自主的に林道を開設するため

に出して、土地を無償で提供している場合が往々にしてありますよね。この際の所有者の負

担というのを前提に考えますと、これは多くの、要するに幅広く使える山林であっても、あ

らゆる面から使えるものになったほうがいいわけでありまして、これを限定的に条例で縛る

というのはいかがなものかと私は考えるんですが、そういう山林所有者等のご意見は聞いた

ことがあるのかないのか、お伺いいたします。 

  もう１点は、この条例は市長の裁量権が非常に多いわけですけれども、市長の裁量権が多

いということは、市長の判断にひとつゆだねられているという前提があるわけですね。その

点、余りにも市長の判断でこれを決める裁量権の範囲が過大ではないのかなと。むしろ条例

をもし提出されれば、罰則等、こういったものをこの中の条例に入れたりとか、そういった

もので裁量権の範囲が余りにも過大にならないような条例の中味をもう少し精査する必要が

あったのではないのかと私個人的に考えますが、その点いかがでしょうか。 

○１番（沢登英信君） ３点ほどのご質問をいただいたかと思います。 

  第１点目は、公の施設として条例化するのかと、こういうことでございますが、条例をつ
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くるということは、基本的には公の施設として林道を考えると、こういうことになろうかと

思います。ただ、いろいろな形で議論がされておりますのは、ご案内のように林道というの

は林業施業者の皆さんが自ら土地を提供して、そして林道をつくるあるいは作業道をつくる

と、こういうものに接続しておりますので、土地の所有権が個人のものだという林道もない

わけではないわけです。そういう部分のものは、所有者の森林の範囲内での道路ということ

が特徴的な性格としてございますので、これまで公の施設なのかと、こういうような議論が

当然出てこようかと思います。しかし、大型車が林業施業地として山に入ることができるよ

うな４メートル近くの幅員を持った道路というのは、当然それは国や県・市の関与、負担も

伴って進められているわけでありますので、どこの市町村におきましても、そういう道路を

含めて公の施設として扱って、法体系としては何ら矛盾がないんだろうと、こういうことが

定説となっていようかと思います。 

  それから、３点目だったでしょうか、当局に権限をゆだねるところが多過ぎるのではない

か、この点でございますが、一つのまちとして、このまちには大都会からの産廃を林地、林

道を使って山の谷に埋めるというようなまちづくりはしていないまちなんだと、こういうこ

とを高らかに宣言する意味合いも含まれているわけです、こういう条例をつくるということ

はですね。そういう意味では、やはりどういうまちづくりをしていくのかということを議会

が各地に宣言する、あるいは市民にお知らせする、こういう側面というのは非常に重要な意

味を持っているのではないかと思います。 

  実際の施行をいたしますのは、議会や議員ができるわけがございませんので、当然それは、

そういう市民の意向を受けた執行当局、市長以下に頑張っていただく、こういうことになる

と思うわけであります。そういう点におきましては、すべてを条例で議会が縛ってしまうと

いうことよりも、産業厚生委員会の皆さんのご意見も、４トン云々はもう少しトン数も実態

の中から考えたらどうかと、こういうご意見もいただいたわけでございますので、むしろ当

局の裁量権を広げる、３月議会に出したものよりも広げるという観点から提案させていただ

いていると、こういう内容でございます。 

  それから、最後のご質問は、何でしたかね。 

○議長（増田 清君） 罰則及び…… 

○１番（沢登英信君） 罰則の件でございますが、現在林道管理条例がつくられている自治体

で罰則を持っておりますのは、私の知るところでは市原市の林道管理条例に関する条例が全

国で初めてで、ここだけだと言われていようかと思います。罰金刑をかけましても、たしか



－203－ 

30万程度の罰金ではなかったかと思うんですが、むしろ実態からいきますと、刑事罰を受け

ているという実態が多くあると思います。単に条例に違反するというだけではなくて、過積

載の車を運行する、あるいは埋め立ててはいけない産廃、管理型の施設に埋め立てなきゃな

らないものを安定型の施設に埋め立てると。刑事責任を問われるという実態が多く出てきて

いるわけであります。ですから、国や県と協力いたしまして、そういうものが伴っていよう

かと思いますから、市の段階では罰則規定を設けて罰金をいただくというようなことよりも、

よくお話し合いをしていただいて、そういう産業廃棄物の公害が起きないようにしていただ

くということに力点を置くほうが、よりよいのではないか、運用上もスムーズにいくのでは

ないかと。罰則規定の部分のところは刑事罰や法律に基づく罰則規定を告発していく、こう

いう姿勢のほうがよろしいかと考えて外しております。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） ９番。 

○９番（増田榮策君） 今、説明者から説明があったわけですけれども、林道というのは公の

施設だとこういうご見解で、わかりました。 

  そうしますと、要するに林道の公施設を使用するに当たって、規制する権限があるかなし

かということに尽きると思うわけですけれども、この点、仮にいろいろな本件の条例が可決

された場合、要するに市長の裁量権の範囲が争う裁判に、私は、なりはしないのかなと、こ

ういうふうに思いますけれども、その点、提出者はどういうふうに考えますか。 

  もう１点は、使用目的を林道の使用目的を狭く、この条例で規制するということは、ヒノ

キ沢林道が一番最初のできたときのいきさつから考えますと、あそこは公の施設として、要

するに石山のダンプ公害の粉じんの問題が、蓮台寺地区等、かなり長く紛争になったいきさ

つがございます。このために、何とかしてその解決策がないかということで、蓮台寺地区、

大沢地区を含めた山林所有者、これらと話し合って業者の負担を求めて、あの林道を開設し

たといういきさつがございます。そういう歴史的な流れから見て、あそこの規制をさらに狭

めるということは、一度、ずっとそういう歴史的な流れを全く逆らったような狭める規制に

ならないのか。そういう面から見て、多少なりとも問題があるのではないのかなと私は考え

ますけれども、その点いかがでしょうか、この２点。 

○１番（沢登英信君） ヒノキ沢林道が加藤組さんの採石場にかかわる蓮台寺地区温泉街を通

ると、これではまちづくりに大変被害が出てくる、温泉街としてイメージダウンだと、こう

いう中で林道として開設がされたと、こういうことはご指摘のとおり歴史的な事実であろう
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かと思います。それは、蓮台寺地区のダンプ公害を解消する、こういう側面と、途中まで既

に林道が開設されていた、大沢地区の林道振興のために。そして、山を越えて大賀茂側へ抜

けられるようにこの施策をつなげていったと、こういうことであろうかと思いますので、そ

の道路がかえって産廃公害を引き起こしてきたと。結果として平成元年から今日までそのよ

うな状態が続いているということであれば、これは政策的に一定の規制をさせていただくと

いうことは当然ではないかと私は思うわけです。すべてのヒノキ沢林道の通行を禁止すると

いうような姿勢には、どこにも立っていないわけであります。ハイキングとして利用される

こと、あるいは生活道路として利用されることについては何ら規制をしていない。いざ林道

として使用をしようというときに、それがぶつかり合って林道として使用ができない、ある

いは大都会からのダンプ公害が引き起こされるというような点については、何とかそこの部

分で遠慮していただこうと、こういうことでございますので、ヒノキ沢林道沿線の事業者の

営業権を侵害するというようなことにはもちろんならなくて、ご協力を業者の皆さんにいた

だいて、産業廃棄物によります公害や土砂によります公害が起きないようなまちづくりを進

めていく、こういう趣旨でございますので、何か使用の内容の制限をすると、こういうよう

なことではございません。 

  それから、裁判にかけられて当局が大変苦しい立場に置かれるのではないか、ある場合に

は敗訴ということになるのではないかと、こういうご指摘でございますが、条例なしに規制

をするということを広く知らしめないでそのような措置をとった場合、裁判で敗訴している

というケースは間々あろうかと思います。しかし、きっちり条例化をして、市民に知らしめ、

業者に知らしめ進めていったところで、裁判の結果敗訴するというようなことには、私の知

る限りではなっていないのではないかと思います。そういうことから、国においても、県に

おいても、条例化をして一定の規制をするという指導をしてきているというのが現状ではな

いかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（増田 清君） ９番、３回目です。 

○９番（増田榮策君） いろいろと考え方の違いがあろうかと思いますが、最後にお聞きいた

しますが、林道というのは公の道路だとこういうことでよろしいかと思いますが、提出者の

ご意見でございますが、ただ、林道といえども、車両を通すために道路をつくったのではあ

りませんか。その点を条例で狭く解釈するということは、ある程度の業者から損害賠償また

は差しどめまたは撤廃等に関する訴訟に持ち込まれるおそれは、なきにしもあらずと私は考
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えているんですが、林道といえども、交通車両を目的に開設していることは、これは事実だ

と思うんです。それで、提出者のもとにあるのは、産業廃棄物の持ち込みを阻止するための

林道の管理条例だと私は思うんですよね。もし産業廃棄物の管理を目的とする林道の開設で

あれば、これは産業廃棄物の許認可を管理監督する立場にある県の問題ではないんでしょう

か。私は、その辺が、市とこの条例の今の提出の根本的な考えの違いがあるのではないのか

なと、こういうふうに思いますけれども、最後に提出者のご意見をお伺いしたいと思います。 

○１番（沢登英信君） 具体的な、それぞれの各地でそういう議論と現実が生じているという

のは議員もご承知かと思います。 

  実体的に狭められて裁判になるのではないかという点につきましては、そういうことが起

きないように、起きても、きっちり理由が立って規制の理由が述べられるように、この条例

は整備をさせていただいたと、そう考えております。具体的には、理由がなくても訴えるこ

とはできるわけですので、それさえ阻止するということは困難かと思いますが、条例の施行

については、関係する各種の団体等との方にもご理解をいただくという努力は当然必要かと

思います。それらについては、３月議会に提出したときから、委員会の皆さんも、森林組合

の方や実際に施業している方々のご意見もお聞きになって議論をしていただいたと、こうい

うぐあいに理解をしておりますので、今日初めて出てきたというものではなくて、３月議会

に出させていただきまして、その考え方や精神はそれなりに市民にお伝えいただいてきたの

かな、業者の皆さんにも詳しいことは言えませんけれども、一定部分伝わっているんではな

いかと思います。 

  それから、済みません、最後の１点…… 

○議長（増田 清君） 県の問題ではということ。 

○１番（沢登英信君） 現在の森林振興、林業振興を振興するために林道というのはあるわけ

ですね。それは、森林法や先ほど言いました基本法に基づいて森林振興のためにある。しか

し、現実は森林振興のためにつくった道路を利用して森林施業、森林が枯損する、破壊をす

るというような現象が一方で起きてきているのも事実だと思います。ですから、そういうこ

とについては一定の、起きないような規制をさせていただく、こういうことが今必要だと。

それで、ご案内のように、県知事が権限を持って、国からの受任事務として県知事が許可件

を持っているわけでありますが、残念ながら多くのところで県知事が許可をしてしまって、

地元の住民が大変な産廃公害を受けているという現状が、ここ10年間ぐらいずっと続いてき

ていようかと思います。豊島の大変な事件もその一端かと思います。県知事が許可して、県
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はほかのミミズを育てるような事業で産廃の処理場じゃないんだという論争をしてきました

が、内容は、これは大変な産廃公害を引き起こして、10年余かけて処理をしなきゃならない、

こういう事態になっているわけですので、林業を振興するために、今の時点で必要な大きな

課題というのは、産業廃棄物公害を防ぐということが、林業の振興のためにも求められてい

ると、こういうぐあいに考えます。 

  したがいまして、県知事がきっちりと対応してくださって不許可ということになれば、そ

れはそれで一定の措置が、林業の条例にかかわらなくても、そこで一定の結論が産廃公害に

ついては出されるということになろうかと思います。しかし、現実は、なかなか地元の意見

が県知事の側で受け入れられない、許可がされてしまうということが間々あるわけですの、

そういう事態の中で各自治体が工夫をして、林道条例によります産廃の規制をし始めている

と、こういう現状かと思いますので、あわせて県知事の対応、県の対応と、自らの権限で条

例化して、自然豊かなまちづくりを進めていくということが必要であると、このように考え

ております。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ありませんか。 

  ５番。 

○５番（鈴木 敬君） 林道管理条例につきましては、３月議会に沢登議員から議員発議とい

う形で提案されまして、私たちの産業厚生委員会において審議しましたが、３月議会では審

議し切れないということで継続審議ということにつきまして、６月までの３カ月の間に６回

の閉会中の継続審査をいたしまして、現地視察だとかあるいは県の農林事務所ですかそれと

か、あるいは森林組合等々現場の人たちの意見なんかも聞きながら慎重に審査をしてきまし

た。その結果、いろいろな理由で６月の時点で沢登さん提案された林道管理条例案は採決す

ることは難しいということで、形としては否決の形になったんですが、しかし、委員会一同、

みんな林道条例の必要性そのものは認識し、一刻でも早く林道条例をつくろうというふうな

ことでは意見の一致を見たというふうな委員長報告を、補足説明という形でつけて委員長報

告をしました。委員長報告の一番最後に述べたのは、「委員会は、公害防止協定の取り扱い

の経緯などを見ながら下田市当局にも働きかけて、新たな林道管理条例案の策定に取り組み、

早期制定を目指すことで意見の一致を見ました。」ということであります。この意見書にのっ

とって、委員会としても産業振興課に林道管理条例当局案をつくれというふうなことを要請

し、実際にはたたき案と言うのが出てきて、私もそれを受け取り、これをもとにさらにまち
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の理解等々を目指しながら林道条例をつくっていこうと。これが当局案になるのか、あるい

は委員会だけで提案していくという形になるのか、いろいろな形は考えられますが、とにか

く何とか具体化しようというようなことを進めようとしていたところであります。そこにま

た沢登さんの修正案というのも出てきまして、これも一緒に、修正案も、訂正案も、今回出

された条例案も一緒に検討しようというふうなことで、なんとか委員会としてもそういう中

でこれからやっていこうというふうに思っていたところで、議員のほうから、しかしそれに

もかかわらず、どうしても６月議会に提案し採決してもらいたいというふうなことを受けま

した。そこで委員会でいろいろ協議もしまして、委員会のいろいろな皆さんの意見も聞きな

がら委員会としてもどうするのか協議しました。そういうふうな雰囲気を沢登議員のほうに

もお伝えして、この議会ではなかなか難しい、次の12月までみんなでもう一回考えながらつ

くっていったほうがいいのではないかというふうなことを提案しました。 

  ところが、議員のほうは、どうしてもこの議会でなければだめだ、この議会で否決された

らまた次の議会に出すよというふうなことで、我々の意見は受け入れられなかったわけなん

ですが、そこで私が思うのには、どうしてもこの議会に通さなければならない、それほど強

い理由があるのかどうなのか。我々としても、議員としてみんな必要性は認めているわけで、

何とかつくろうとして動いている、そのような中で議員の修正案も参考しながら、何とかい

い案で林道条例案をつくっていきたいと。また、しかしここにおいては、まだ産廃の営業許

可の問題も最終的にどうなるのかはっきりしない部分もある。許可ということになってきま

すが、ここら辺の公害防止協定のほうの動きもまだはっきりしない。もし林道管理条例を今

この時点でつくったときに、その公害防止条例のほうにどのように影響を与えるのかという

ことについても、まだみんな議員としてのそれについての検討、はっきりした確認というの

ができていない、そこら辺ももう少し検討する必要があるだろう。とにかくこの時点でどう

してもつくらなければならない理由が本当にあるのかどうなのかというのが、率直な私の意

見です。そこら辺がどうしても腑に落ちない、３カ月、次の議会でどうしてもだめなのか、

もう少しみんなで当局案なりいろいろ検討すれば、みんなで、じゃ賛成してということで持

っていけるような、要するにタイミングがあると思うんですが、ここら辺のところ、いろい

ろな条例案一つ一つにしても、我々は政治をやっているわけですからいろいろな要素があり

ます。いろいろな要素を考えながらやらなければなりません。タイミングも見計らいながら

やっていかなければなりません。そこら辺のところの意見というか、感覚というか、とらえ

方が違う、それについては議員とも議論もしましたが、そこら辺についてもう一度、私が今
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言っている議員のほうのお考えをお聞かせください。 

○１番（沢登英信君） 提案理由で申し上げましたように、そこに市が管理する施設があれば、

条例がないということは異常な事態だ、当局の怠慢であるということを申し上げました。鈴

木議員は、その怠慢に手をかそうというのか、こういうことだと。地方自治法を見てみてく

ださいよ。子育て支援センターできた、それを管理する条例がないという状態が１年も２年

も続いていていいのか、ばかなことを言っているんじゃないというのが、はっきり言いたい

ことですよ。施設があれば、それを管理する条例がそこに必要だと。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ありませんか。 

  ３番。 

○３番（伊藤英雄君） ここにおられる方全員が産廃には反対であろうと思いますし、できな

いほうがいいと願っておるということだろうと思います。そういう意味で、提案者の趣旨と

申しますか、気持は十分理解できるものと。ただ、条例は産廃規制条例ということではなく、

林道管理条例ということになっておりますので、当然産廃以外にもこの条例が及ぼす影響等

が出るわけであります。 

  そこで、幾つかの質問をさせていただきたいと思います。 

  第６条では「林道を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない」という

ことで、６項目ほど下に出ておるんですが、３が、ちょっと意味がよくわからないんだけれ

ども、４、５はよくわかります。「電柱、電線、高圧塔その他これらに類する工作物」、

「用排水路、排水管、下水道管、上水道管その他これらに類する物件」、これ当然林道上に

あるだろう、あるいは林道の地下にあるだろうということで理解できます。 

  しかしながら、１、２の「林産物の集積所又は積載施設」、「工事用施設又は工事用材料

置場」、これらが道路上に、道路の地下あるいは道路の上を占用するという想定がしにくい

んですが、ここで言う林道の占用の中に、何ゆえに集積型工事用施設というのが、林道に接

続する土地にこれらがあるということは理解できるんだけれども、道路上にこれらが占用と

いうのは、実体としては当然道路上のものは認められないんじゃないのかなということを思

うんですが、そこのところが一つ。 

  それともう一つ、木材等を作業道から切り出すと、通常積載広場といいますか、積載置き

場をつくるわけでありますが、そこである程度木材がまとまった段階で搬出するわけですね。

その搬出するときに大型車を使うということはないのかどうか、僕は林業については詳しく

ないんですが、そのようにいわゆる林産物を集積して運び出すときに大型車を使うというこ
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とになれば、これ、林業を著しく不便するということで、そういう大型車を使う可能性とい

うものが全くないものなのかどうか、こういうことをお尋ねしたいというのが２点目です。 

  それから、10条では「林業の区域内に施設等を設け」ということになっているんですが、

この「区域内」という言葉がよくわからないですね。林道は道路ですから、その道路の区域

内という、この言葉ですね。それから、「道路の占用」と言ったときの、この言葉の使い分

けによる意味がよくわからない。道路の区域内ということは、どういうことなのか。当然道

路上に施設なんかは認められないとは思うんですが、ここのところの意味がよくわからない

ということです。 

  それから、11条、これは増田榮策議員の質問と少しかぶるのでありましょうけれども、

「林道は又は林道に接続する土地において、施設等の設置又は道路の開設若しくは改良又は

道路の形質を変更しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない」、当然林道に

接続する土地は個人の土地がかなり、ほとんどそうなんだろうと思うんですが、そこに生活

道路として使っている林道の場合は住宅を建てたり倉庫を建てたり、それはいろいろな利用

方法があると思うんです、土地のね。そこが、すべて市長の許可というふうに私権の制限を

余りにも広範囲にしていいものかどうか。例えば産業廃棄物が国から県知事に行っているの

は、産業廃棄物が催す、つくり出すであろう公害に対する配慮であり、建築基準法であれば、

人が住むのであれば建物の安全性は確認しようじゃないか、そういうような形であるんだろ

うけれども、林道に接続する土地はとにかく、これを読むと何をやるんだって全部市長の許

可を取らなきゃ何もできませんよと。作業道１本つくれませんよというような、余りにも私

権の制限が広く強過ぎるんじゃないかという印象を持ったんですが、その点いかがですか。 

○１番（沢登英信君） 答弁漏れがありましたらぜひご指摘をいただきたいと思いますが、林

道の占用とはどういうことかと、こういうことでございますが、基本的には林道の占用は、

林業者が木材を切り出すあるいは植林をするというときに占用願が出てこようかと思います。

したがいまして、その作業も１カ月あるいは２カ月にわたる、１週間で終わるということも

あろうかと思いますが、まさにその業者がその道路を占用するということになります。した

がって、道路の一部を隣接地とあわせて木材の集積所にする、あるいは大型車、トラックに

積む場所として道路を使わせてくれと、こういう占用も出てくるわけです。ですから、その

一定の期間は、その業者しか使えませんよと。したがって占用だと、こういうことになるわ

けですから、通行が、その業者以外は困難になるということも事情としては出てくるわけで

すので、占用の許可を取ってくださいと、こういうことになるわけです。ですから、道路だ
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からだれでも通っていいんだ、制限はできないんだということではなくて、林業を行うため

には材木を切り出し、それを大きなトラックあるいはトレーラーに積んでいくということが

必要になりますので、そういう場所の提供として占用するということはあるわけです。それ

については占用の許可を取ってくださいと。 

  したがって、この条例で林業施業者、林業をやっている人たちについての、恐らく10トン

以上あるいはトレーラーを入れるというようなことは、大きな杉の大木を柱としてこぎ出し

たいというようなときは当然必要になってきます。４トン車や６トン車じゃ間に合わないよ

ということは出てきますので、それらについてこの条例は何ら制限をしているものではござ

いません。制限をしているのは、土石、土砂の運搬とか産廃の運搬についての外部から入っ

てくる大型のものについて規制をさせていただきたい。林業そのものの施業に支障があると

いうようなことはございませんので、当然林業、木を切り出すということになれば、ご指摘

のとおり大型トレーラーあるいは10トン車を使うということは想定されることであると思い

ますし、当然木を運ぶワイヤー、ロープウエイというんでしょうか、そういうものもつくっ

て施業する場合もあるわけですので、そういう想定になろうかと思います。 

  答弁漏れ、何かございましたでしょうか。 

○３番（伊藤英雄君） 林道区域内という。 

○１番（沢登英信君） 林道の区域内は、林道は起点、終点を表示するということが法律で定

められております。したがって、現在のヒノキ沢林道も、入り口のところにここが起点、終

点地点だというような表示がされていまして、やってはいけないことの注意書きが、表示看

板が立てられていると思います。そんな形で、起点、終点というのが法律によって定められ

て施行されていると、こういうことでございます。 

○議長（増田 清君） 11条の接続する土地において市長の許可を得なければならない、これ

について。 

○１番（沢登英信君） 林道が基本的には森林の振興のための道ですから、林業以外に使われ

るということはほとんどの場合想定外と言ったらいいかと思うんですけれども、現実的には

そうではなくて、産廃場になったり、土砂捨て場になったり、いろいろな形態で使われると

いう現状が出てきているわけであります。したがって、それは個々にそのよしあしを市が判

断できる、議論ができる、こういう条例にしていきたいということであります。出されたら

すべて許可にするのかという、そういうことではなくて、業者ときっちり話し合って、公害

やそういうものが起きないような場をこの条例によって導き出していくと、そういう意図で
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11条は想定してございます。 

○議長（増田 清君） 答弁漏れございますか。 

○３番（伊藤英雄君） いや、いいですか、再質問して。 

○議長（増田 清君） ３番。 

○３番（伊藤英雄君） 大型車が林道を使うことはあるよと。土砂、産廃の大型車だけを指定

するよと。そこは第４条２号のただし書きの部分がそこに該当して、僕は、道路交通法施行

規則（昭和35年総理府令第60号）第２条というものがいかなるものか、まだ見ていないんで

すけれども、それは提案者の沢登議員が言われた、いわゆる土砂や産廃だと、こういうこと

なのかなというふうに推測するんですが、このただし書きの前は「生活道路として使用する

とき」なんですよね。産廃の自動車、土砂の運搬は、生活道路としてではなく、産業道路と

して使うというふうな理解になるんじゃないのかなと思うんですが、生活道路ではないので

はないか。だから、ここの、もしそういうことであれば、２号のただし書きの部分というの

は、おかしな話になるんじゃないかということが一つです。 

  公の施設だけれども一部占用で道路を全く利用ができない制限をすると、そういうことが

あるので、その場合は市長の許可を受けなければならないということは了解しました。 

  区域内の話も、林道の起点と終点だということで理解をしたんですが、ここのもともとの

「通行の禁止又は制限」のところなんですが、そうしますと「区域内に施設等を設け」とい

うのは、やっぱり今度は林道上に、いわゆる林道に、道路そのものに施設を設け、継続して

やる時は制限をやるというのと占用との、つまり占用のところで工事用施設、工事用材料と

か積載施設とあるんですが、これは道路上に「施設等を設け、継続」というのは、こことの

絡みというんですか、占用との絡みではどういうことを想定しておられるのか。 

  それと、11条は、いかにしても乱暴だと思います。それは、林道は、基本的には林業に使

うためにつくられた道路ではありますが、実態としてはさまざまな使われ方をしているわけ

でありまして、それらの実態を踏まえると、産廃だけが林道上にできるわけじゃなくて、そ

れは住宅や店舗も含めて、それは倉庫ができる場合もあるだろうし、いろいろな活用を、そ

れを無条件に何に使うにも全部市長の許可が必要だというのは、それは申しわけない言い方

になるけれども、共産主義国家ならともかく自由主義国家において、そういう私権の制限と

いうのは、僕はするべきではないだろうと。ただ、産廃のように周辺に公害を起こしたり何

だりしてまずいやつは当然制限をかけなきゃならない。あるいは危険な建物は建てちゃいけ

ないからということで建築基準法の規制をかける、これらはいいけれども、この条文だと無
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条件ですよね。接続する土地を使うなら全部市長の許可だと。これは余りにも私権の制限が

強過ぎると思います。 

○１番（沢登英信君） 繰り返しになるかもしれませんけれども、４条の「生活道路として」

ということは、現在そこに施設があるわけですので、大型車を使って私はそこの会社に通勤

するんだと、こういうことはあり得るわけですね。自家用車を持っていないよと。ダンプで

そこの工場まで仕事に行くんだと。家の近所に自分の車庫を持っていて、そこに行くんだと

いうことは想定ができますので、それは特殊なケースかもしれませんけれども、大型車の生

活道路としての使用だというようなことが言い張られたりする可能性というのはないわけで

はない、自動車である以上ですね。ですから、そういうような場合は常識的におかしいとい

う判断はできるでしょうけれども、明確にしていこうということで、大型車を通勤自動車に

するんだというようなことはだめですよと、こういう規定で設けてあるわけです。より一層

明確にしていこうということでございますので、何ら制限、おかしなことはないと思うわけ

です。 

  それから、４条のほうの部分は、林道の占用、特に林業施業者が占用するということを想

定しているわけです。ですから、産廃や土砂の業者が林道を占用するなんていうことは想定

していないわけです、基本的に。現状も、許可がなく実態的には占用と同じような使われ方

をしているわけです。ですから、実態的な占用のあり方に一定のメスを入れさせていただこ

う、制限をさせていただこうという、こういうことになるわけであります。 

  それから、基本的に林道沿線は、森林法に基づいて森林施業地の作業道としてあるわけで

す、基本的には。ほかの使われ方も、もちろん認めないわけではありませんが、法の体系が

そういう仕組みになっておりますので、基本的にそこに宅地が前もってあるとか、何々があ

るいうことは想定外のことなんです。森林があるというのが想定でありますので、そういう

ところに新たな分譲地をつくるだとか、何々をつくるというような発想が出てきましたとき

には、市長に相談していただく、申請していただくというのは、当然のことだろうと思うわ

けです。林道沿線の森林施業地をほかの土地利用の形態に変えていくということは、1,000

平米以上については土地利用というものがあるわけでありますが、先日も990平米でかけた

り、870だとかけないとか、こんな恣意的な判断がございますので、そこら辺はきっちり接

続する土地の利用についてはお話を業者からいただく、こういうことが必要かと思います。 

  具体的には、１万平米以上の林地を森林法に基づいて許可なく伐採し産廃捨て場として許

可なく進めたために、法に問われて罰を受ける、そしてまた、県知事の業務の停止を受ける
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と、こういうことが現実に起きているわけです。しかもそれらは、森林法の手続は県知事の

権限ですから、下田市が知り得なかった、対応ができなかった、こういう現実があるわけで

すので、林地の開発については日々その状況を業者として提供をしていただくと、こういう

ことが必要だと。11条はなくてはならない規定であって、私権の制限を強烈にするというよ

うな趣旨のものではないと、こうお答えをさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） ３番、３回目です。 

○３番（伊藤英雄君） これで終わりますけれども、委員会付託ということなので、その辺の

問題点を少し整理させていただいて、あとは委員会の審議に任せたいと思うんですが、４条

では生活道路で使用するときなので、当然ダンプにいっぱい産廃や土砂を積んできたのが通

勤ですよと言ったって、それで帰るわけですから、そこで仕事をしているわけじゃないでし

ょうから、ちょっと議論としては乱暴かなという気がします。したがいまして、括弧書きの

ところは必要ないんじゃないのか、生活道路でなければ当然頭のところで市長の許可を受け

なければならないと、こういうことになっていくわけでありますから。 

  それから、10条のところは答弁漏れだけれども、道路の施設を、10条の禁止のところと６

条の占用のところの関係がよくわからなかった。これは委員会のほうで整理をしていただき

たい。 

  それから、11条は見解の相違なんですが、面積によって制限を設けたりなんだりというの

は当然あり得ることだろうと思うんですが、例えば、そこで畑をつくってみようかと。じゃ、

畑をつくるんじゃ市長の許可を得なきゃいけませんよ、これもまたいかがなものかなという

ふうには思います。ここのところは本当に林道に─林道といっても、おっしゃるように法

の趣旨は林業のためにつくられた道路で、ただ、実態としては生活道路もあれば、観光道路

もあるわけで、いろいろな使われ方をしている中で、ある程度土地の自由使用というものが

あって、それは量だとか用途による制限というのは理解できるけれども、一律制限というの

は、しっかりと委員会のほうで審議していただきたいということで終わります。 

○議長（増田 清君） 答弁必要ですか。 

○３番（伊藤英雄君） はい。 

○１番（沢登英信君） 11条の部分は、表現をしているだけで、どれだけの利用のものにする

かというのは当然議論の対象になると。施行令等で当局に検討していただいたらよろしかろ

うというぐあいに判断しているところであります。ささいな生活上の農業のところまで、林
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業と農業はつながっている部分があるわけですから、制限をしようということはこの提案の

趣旨ではないということはご理解をいただきたいと思います。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（増田 清君） これをもって質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております発議第７号議案は、産業厚生委員会に付託いたします。 

  説明者、ご苦労さまでした。 

  ここで10分間休憩いたします。 

午前１１時２４分休憩 

──────────── 

午前１１時３４分再開 

○議長（増田 清君） 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第４３号～議第５２号の上程・説明・質疑・委員会付託 

○議長（増田 清君） 次は、日程により、議第43号 平成22年度下田市一般会計補正予算

（第３号）、議第44号 平成22年度下田市稲梓財産区特別会計補正予算（第１号）、議第45

号 平成22年度下田市下田駅前広場整備事業特別会計補正予算（第１号）、議第46号 平成

22年度下田市公共用地取得特別会計補正予算（第１号）、議第47号 平成22年度下田市国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）、議第48号 平成22年度下田市介護保険特別会計補正

予算（第１号）、議第49号 平成22年度下田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、

議第50号 平成22年度下田市集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、議第51号 平成22

年度下田市下水道事業特別会計補正予算（第２号）、議第52号 平成22年度下田市水道事業

会計補正予算（第１号）、以上10件を一括議題といたします。 

  当局の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（糸賀秀穂君） それでは、私からは、議第43号から議第51号までの各補正予

算につきまして一括してご説明申し上げますので、お手元にピンク色の補正予算書と補正予

算の概要をご用意願います。 

  まず、議第43号 平成22年度下田市一般会計補正予算（第３号）につきましてご説明申し

上げます。 



－215－ 

  このたびの補正について、歳入で増額した主なものは、地方交付税の確定による追加交付、

地域介護・福祉空間整備事業等施設整備交付金及び地上デジタル放送受信共聴施設改修補助

による国庫支出金の増、安心子ども基金・地域子育て創生事業、新型インフルエンザワクチ

ン接種事業及び緊急雇用創出事業に係る追加事業分に対する県支出金の増、不動産売払収入、

ほのぼの福祉基金への民生費寄附金、教育振興基金等への教育費寄附金、さらに、介護保険

特別会計等の特別会計決算に伴う一般会計への精算繰り入れ及び一般会計決算に伴う繰越金

の確定による増、また、諸収入としまして、各一部事務組合の決算確定に伴う負担金の精算

返還金、市町村振興協会から公共施設ユニバーサルデザイン化への助成金、公立保育所広域

入所受託事業収入などによるものでございます。 

  一方、歳入で減額する主なものは、市税の現年度分確定に伴う個人市民税の調定減、児童

手当、子ども手当等地方特例交付金の減、また、補助対象事業から事務費が除かれたことに

より、須崎漁港、白浜漁港の水産基盤整備事業に係る県補助金が減額となっております。 

  歳出でございますが、主な補正内容について、全体的に人事異動に伴う職員人件費の調整

のほか、２款総務費は５億円を超える大型追加補正で、平成22年度中の退職者等に係る退職

手当特別負担金の増、地上デジタル放送移行に向けての対応、決算剰余金等を原資とした財

政調整基金への積み立て、市役所庁舎の建設に向けた庁舎建設基金への積み増し、また、防

災対策車の買いかえ、地上デジタル放送受信共聴施設改修に対する補助金の追加などが主な

内容でございます。 

  ３款民生費は、1,000万円超の追加補正で、ほのぼの福祉基金積立金、緊急通報システム

子機設置事業、小規模な介護福祉施設に対するスプリンクラー設備整備補助金、子育て支援

ネットワーク事業などが追加の主な内容でございます。 

  ４款衛生費は、約400万円の減額補正で、新型インフルエンザワクチン接種扶助費、清掃

センターの小型ホイールローダー購入等による追加があるものの、人件費で約1,200万円の

減額となるものでございます。 

  ５款農林水産業費は、約760万円の追加で、国庫補助金に係る一括交付金制度導入に伴う

農山漁村整備計画策定業務委託に対する300万円の追加が主なものでございます。 

  ６款商工費は、約2,200万円の追加で、住宅リフォーム振興助成金の追加、下田観光宣伝

用手提げ袋のリニューアル、緊急経済対策として観光協会へ1,000万円を超える補助金を追

加し、また、市民文化会館前の公衆トイレ改修実施設計業務委託、外ヶ岡交流館・道の駅開

国下田みなとの修繕やユニバーサルデザイン化などに対し300万円超の追加補正を盛り込み
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ました。 

  ７款土木費につきましては、約9,500万円の追加補正で、道路や河川、排水路等の維持補

修、都市公園の維持や市営住宅の修繕など生活基盤整備に約3,200万円を追加し、また、土

地購入や財源調整のため、平成15年度に土地開発基金から長期繰替運用により調達した資金

について平成24年度が償還期限となっておりますが、これを繰上償還することとし、7,431

万円を追加補正させていただきました。 

  ８款消防費は、約400万円の追加補正で、職員人件費と組合負担金の変更による増額のほ

か、消防広域化に向けた協議会負担金を追加しております。 

  ９款教育費は、約700万円の追加補正でございまして、職員人件費で約1,200万円の減額と

なるものの、寄附金を原資とした基金積み立てに1,100万円を追加し、また、小学校の洋式

トイレ化について整備計画を前倒しして３校分の予算化を図りました。 

  なお、特別支援が必要な幼稚園児のために、緊急雇用創出事業を活用して支援員２名を新

たに雇用する賃金を計上させていただきました。 

  11款の公債費は、長期債利子で償還予定額の確定により約560万円の減額となっておりま

す。 

  それでは最初に、補正予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

  平成22年度下田市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによるということ

で、第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、第１項は、既定の歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ６億4,096万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93

億1,735万3,000円とするものでございます。 

  第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額につきましては、第１表歳入歳出予算補正によるということで、予算書の２ペ

ージから６ページにかけて記載のとおりでございますが、主な内容につきまして補正予算の

概要により説明させていただきますので、お手数ですが、ピンク色の補正予算の概要の２ペ

ージ、３ページをお開き願います。 

  初めに、歳入でございますが、企画財政課関係といたしましては、９款１項１目地方特例

交付金は、60万1,000円の減額でございまして、児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増額

と新設の子ども手当に対する児童手当及び子ども手当特例交付金は確定により34万7,000円

の減、また、平成20年度創設の個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う

減収及び平成21年度創設の自動車取得税に係る時限的負担軽減措置による減収を補てんする
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減収補てん特例交付金も確定により25万4,000円の減額となりました。 

  10款１項１目普通交付税は、交付額の決定により追加するものでございまして、基準財政

需要額と収入額との差額であります交付基準額に調整額を加味した交付決定額は24億1,461

万7,000円で、当初予算計上額21億円との差額の３億1,461万7,000円を追加するものでござ

いまして、普通交付税額は昨年度と比較して9,765万5,000円、4.2％の増額となっておりま

す。 

  交付税算定に当たっての本年度の一般的特徴としては、雇用対策・地域資源活用臨時特例

債の創設や、社会福祉費の増額に対し基準財政需要額が算定されたこと、また、財政力の弱

い自治体に配慮した段階補正、人口急減補正等、算定方法の見直しが挙げられます。本市の

場合、基準財政収入額の減額が基準財政需要額の減額を大きく上回ったこともさらに影響し

ているものと考えております。 

  14款２項７目の国庫・地域情報基盤整備費補助金は、442万円の追加でございまして、こ

れは2011年（平成23年）７月の地上デジタル放送完全移行に向けて、受信共聴施設改修に対

する補助金でございます。 

  15款３項１目の県費・統計調査費委託金の６万4,000円の追加は、港湾調査規則に定める

事務の受託料、17款１項２目の総務費寄附金は50万円の追加で、下田出身で横浜市在住の方

からの指定寄附でございます。 

  19款１項１目繰越金は前年度繰越金で、確定額が３億8,617万3,000円でございまして、当

初予算に8,000万円計上してありますので、今回３億617万3,000円を追加するものでござい

ます。 

  続きまして、総務課関係ですが、15款３項５目の県費・権限移譲事務交付金7,000円の追

加は、３ページの補正内容に記載のそれぞれの事務に対する平成21年度実績に基づく交付金

額の確定によるものでございます。 

  16款２項１目その他不動売却収入は46万8,000円の追加で、河内と白浜地内の市有地売却

収入、また、その他不動産売却収入は、高圧架空送電線接近樹木伐採のため、大賀茂地内の

天然生林409本を東京電力に売却したものでございます。 

  20款４項４目の雑入は86万7,000円の追加で、内訳は、15節の保険金受入金の74万2,000円

は自動車保険と建物保険合計３件分、16節の雑入の12万5,000円は共用車を１台購入したこ

とによる環境対応車普及促進対策補助金でございます。 

  続きまして、税務課関係でございますが、１款１項１目の市民税・個人・現年課税分は
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3,200万円の減額で、平成22年度市税収入見込みに基づく調定減によるものでございます。 

  ４ページ、５ページをめくっていただき、20款４項１目滞納処分費は22万1,000円の追加

で、インターネット公売手数料を受け入れるものでございます。 

  続きまして、市民課関係でございますが、15款２項１目の県費・地域防災対策費補助金９

万3,000円の追加は、防災対策車積載スピーカー購入費補助で４万4,000円、消防救急広域化

研究協議会運営費補助で４万9,000円となっております。 

  20款４項３目の一部事務組合過年度収入は、平成21年度下田地区消防組合負担金精算分と

して300万7,000円を受け入れるものでございます。 

  続きまして、福祉事務所関係は、17款１項３目の社会福祉寄附金310万円の追加は、ほの

ぼの福祉基金への指定寄附として、市内２名の方からご寄附をいただいたものでございます。 

  20款４項３目の民生費過年度収入89万7,000円の追加は、平成21年度障害者自立支援給付

の国庫負担精算分として受け入れるものでございます。 

  続きまして、健康増進課関係でございますが、14款２項１目国庫・地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金は522万円の追加でございまして、これは市内の小規模介護福祉施設に

おけるスプリンクラー設備整備費522万円を10割補助で受け入れるものでございます。 

  15款２項３目県費・保健衛生費補助金は205万8,000円の追加でございまして、補正内容等

に記載のとおり、特定健康課題支援事業ということで、がん検診新規受診促進事業に16万

8,000円、新型インフルエンザワクチン接種助成事業に189万円の補助金を受け入れるもので

ございます。 

  18款１項４目の介護保険特別会計繰入金は576万7,000円の追加でございまして、平成21年

度介護保険特別会計決算の精算に伴うものでございます。 

  同６目の後期高齢者医療特別会計繰入金233万6,000円の追加も、平成21年度後期高齢者医

療特別会計決算の精算に伴うものでございます。 

  続きまして、環境対策課関係でございますが、20款４項３目の一部事務組合過年度収入は

551万8,000円の追加でございまして、平成21年度南豆衛生プラント組合決算確定に係る負担

金の精算に伴うものでございます。 

  続きまして、産業振興課関係でございますが、12款１項１目の水産業費分担金３万9,000

円の追加は、須崎漁港水産基盤整備の工事費増額に対する分担金の追加１万3,000円、白浜

漁港水産基盤整備の工事費増額に対する分担金の追加２万6,000円でございます。 

  15款２項４目の県費・水産業費補助金は225万円の減額でございまして、これは須崎漁港
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水産基盤整備事業事務費が補助対象から除外されたことにより150万円の減、また、白浜漁

港水産基盤整備事業についても同様に225万円の減額となるものでございます。 

  ６ページ、７ページをめくっていただき、15款２項５目県費・商工費補助金は300万2,000

円の追加で、緊急雇用創出17事業に係る補助金でございます。 

  続きまして、観光交流課関係でございますが、15款２項５目の県費・地域支援推進事業費

補助金は70万円の追加で、これは下田マリンフェスタ2010等への事業費補助で、70万円を市

街地にぎわい創出事業補助金として受け入れるものでございます。 

  20款４項４目の雑入は100万円の追加で、公共施設ユニバーサルデザイン化事業助成金と

して市町村振興協会からの助成金を受け入れるものでございます。 

  続きまして、建設課関係でございますが、15款２項６目県費・住宅費補助金は１万8,000

円の追加で、住宅改修建てかえ支援事業費県費補助率の変更に伴うもの、17款１項５目都市

計画費寄附金は５万円の追加で、下田料飲組合からあじさい祭り売店収益金の一部を景観ま

ちづくり基金へ指定寄附されたものでございます。 

  続きまして、学校教育課関係でございますが、15款２項２目の県費・児童福祉費補助金は

150万円の追加で、安心子ども基金・地域子育て創生事業として、子育て支援活動関係研修

事業、小学生子育て支援活動拠点整備事業に対して補助金を受け入れるものでございます。 

  同７目の県費・教育費補助金は15万円の追加で、21年度、22年度の２カ年にわたり人権教

育研究指定校として白浜小学校が指定され、その研究のための経費を受け入れるものでござ

います。 

  17款１項６目の教育費寄附金は1,100万円の追加でございまして、市立小学校体育・スポ

ーツ振興のため体育用具等整備費として市内のアイキ不動産株式会社から100万円を、また、

北海道登別や洞爺湖を中心に幅広く観光事業を展開している野口観光株式会社から奨学振興

基金へ1,000万円のご寄附をいただいたものでございます。 

  20款５項１目の民生費受託事業収入の187万円の追加は、平成21年に制定した下田市保育

所広域入所実施要綱に基づき、保育所広域入所を受託事業として市外の児童を下田市の公立

保育所で受け入れる受託事業収入でございます。 

  続きまして、歳出でございますが、８ページ、９ページをお開きいただき、議会事務局関

係で、１款１項１目議会事務の40万5,000円の追加は、４月の人事異動に伴う職員人件費で

ございます。 

  企画財政課関係では、２款１項７目0240事業の地域振興事業は465万円の追加と、２款１
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項９目0300事業の財政管理事務308万1,000円の減額は人件費、２款１項15目0380事業の財政

調整基金は３億7,656万4,000円の大幅な増額補正でございまして、内容は、地財法第７条に

基づき、繰越金３億8,617万3,025円の２分の１以上、１億9,400万円の積み立てと、起債借

りかえによる下水道利息軽減に伴う一般会計繰出金の減800万円、都合２億200万円に、今回

の補正予算に係る歳入歳出差額分１億7,200万円を加えて計３億7,400万円、さらに、補償金

免除繰上償還による長期債元利軽減分256万4,000円を積み立て、合計３億7,656万4,000円を

財政調整基金に積み立てさせていただくものでございます。 

  なお、これにより、現時点での試算では平成22年度末の財政調整基金現在高は約７億円と

なるものでございます。 

  ２款１項20目0405事業のふるさと応援基金は、歳入でご説明申し上げました下田出身で横

浜市在住の方からの指定寄附50万円をふるさと応援基金に積み立てるものでございます。 

  ２款５項１目0650事業、統計調査総務事務の259万5,000円の減額は人件費、２款９項１目

0910事業、電算処理総務事業の17万3,000円の減額は住民税法改正作業委託の入札差金、同

0920事業のネットワーク推進事業の20万円の減も庁内ＬＡＮ用デバイス制御ソフト入札差金

による減額、同0923事業、地上デジタル放送無線システム普及支援事業の442万円の追加は、

地上デジタル放送受信のための共聴施設改修に対する補助金として、全額国庫補助金を財源

に横川テレビ視聴者組合へ211万円、下大沢テレビ協会に231万円支出するものでございます。 

  11款１項２目7710事業の起債利子償還事務566万3,000円の減額は、平成21年度分の起債の

借り入れに伴う償還予定金額の確定によるものでございます。 

  12款１項１目の一般会計予備費3,000円の追加は、今回の補正に伴う歳入歳出予算額の調

整額でございます。 

  続きまして、総務課関係でございますが、２款１項１目0100事業、総務関係人件費は

1,232万5,000円の追加で、職員人件費は297万5,000円の減で、退職手当特別負担金が1,530

万円の追加となっております。 

  同３目0140事業の行政管理総務事務は88万9,000円の追加で、補正内容等に記載のとおり、

地上デジタル放送対応関連の庁舎修繕料36万円、アナログテレビ処分リサイクルに２万

1,000円、テレビ８台購入で109万2,000円を追加し、車両２台購入入札差金で58万4,000円減

額するものでございます。 

  同４目0172事業の広報広聴事業は54万4,000円の減額で、広報「しもだ」印刷製本入札差

金の減、同６目0142事業の庁舎管理事業は57万1,000円の追加で、不動産鑑定業務委託16万
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5,000円は東本郷地内の取得予定土地に係る鑑定評価業務委託料、施設管理備品30万円の追

加は別館図書閲覧室及び小会議室の空調機更新経費でございます。 

  同12目0350事業、工事検査事務702万6,000円は職員１名増員による人件費の増、同17目

0390事業、庁舎建設基金は１億円の追加でございまして、新庁舎の建設に向けて当初予算計

上額１億円にさらに１億円を積み増すものでございます。 

  続きまして、出納室関係でございますが、２款１項10目0320事業、会計管理事務は13万

8,000円の減額で、職員人件費の減。 

  続きまして、税務課関係でございますが、２款２項１目0450事業の税務総務事務は343万

3,000円の追加で、職員人件費で206万3,000円の追加、また、税務調査用車両購入関係で137

万円の追加となっております。 

  10ページ、11ページをめくっていただき、２款２項２目の0470事業、市民税課税事務の９

万6,000円の追加は特別徴収義務者指定予告通知のための郵便料、同0471事業の資産税課税

事務は35万4,000円の追加で、税務調査のための緊急雇用創出・臨時雇い関係と地図情報閲

覧システム子機設置設定業務委託関係が主な内容となっております。 

  同0472事業、市税徴収事務は222万1,000円の追加で、インターネットによる公売手数料が

22万1,000円、市税還付金で200万円となっております。 

  続きまして、市民課関係でございますが、２款３項１目0500事業、戸籍住民基本台帳事務

の608万8,000円の減額は職員人件費、同８項１目0860事業、地域防災対策総務事務は195万

6,000円の追加で、職員人件費で36万円の減と、防災対策車購入に係る230万円の追加が主な

内容でございます。 

  ８款１項１目5800事業、下田地区消防組合負担事務は361万2,000円の追加で、負担金通常

分で351万2,000円を追加し、また、消防広域化研究協議会運営負担金として10万円を追加す

るものでございます。 

  同２目の5810事業、消防団活動推進事業の52万8,000円の追加は職員人件費でございます。 

  続きまして、福祉事務所関係でございますが、３款１項１目1000事業、社会福祉総務事務

の150万6,000円の減額は職員人件費、同２目の1052事業、在宅身体障害者（児）援護事業は

116万2,000円の追加で、平成21年度自立支援医療費の実績による返還金が、国庫分で72万

6,000円、県費で43万6,000円となっております。 

  同５目1120事業、障害福祉サービス事業は21万9,000円の追加で、平成21年度障害福祉サ

ービスの実績による精算返還金でございます。 
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  同６目のほのぼの福祉基金は、寄附金２件分を積み立てるもので310万円の追加、同２項

１目1202事業、在宅老人援護事業は252万円の追加で、緊急通報システム端末装置16台を新

規に購入するものでございます。 

  同４項１目の1750事業、生活保護総務事務は221万2,000円の減額で、職員人件費が209万

円の減、車両購入入札差金で12万2,000円の減となっております。 

  続きまして、健康増進課でございますが、３款２項６目の1410事業、指定介護予防支援事

業は38万円の減額で車両購入に係る入札差金、同７目1420事業の介護保険施設等対策事業は

522万円の追加で、国庫からの10割補助により市内の小規模介護福祉施設１施設にスプリン

クラー設備整備に対して補助金を支出するものでございます。 

  同６項１目の1850事業、国民年金事務は30万8,000円の減額で職員人件費、同７項１目の

1901事業、国民健康保険会計繰出金は人事異動による職員人件費分で135万5,000円の減額、

同８項１目の1950事業、介護保険会計繰出金の15万1,000円の減額は職員人件費分で15万

5,000円の減、事務費分は4,000円の追加でございます。 

  同９項１目の1960事業、後期高齢者医療事業は199万円の減額で、静岡県後期高齢者医療

広域連合派遣職員の人件費で15万1,000円の追加、広域連合負担金で214万1,000円の減額と

なるものでございます。 

  1965事業、後期高齢者医療会計繰出金は134万2,000円の減額で人件費分の減、４款１項１

目の2000事業、保健衛生総務事務の915万3,000円の減額も職員人件費、12ページ、13ページ

をめくっていただき、４款１項２目の2022事業、伝染病予防事業の448万円の追加は新型イ

ンフルエンザへの対応で、通知用郵便料で16万円、ワクチン接種扶助料が単価3,600円で

1,200人分、432万円を見込んでおります。 

  同２項１目の2150事業、健康増進事業の20万円の追加は、国・県の10割補助による平成21

年度女性特有のがん検診推進事業費確定による国庫返還金が19万6,000円、健康増進事業費

確定による県費返還金が4,000円でございます。 

  続きまして、環境対策課関係ですが、４款３項１目の2250事業、清掃総務事務239万8,000

円の減額は職員人件費、同３目の2280事業、ごみ収集事務27万1,000円の減額は職員人件費

で37万8,000円の減、また、リサイクル古着類の運搬旅費で９万6,000円、通行料で１万

1,000円追加するものでございます。 

  2281事業、ごみ収集車両管理事業は351万2,000円の追加で、これは現在使用中の場内特殊

車両が購入後32年経過して老朽化によるふぐあいが発生しており危険性が高いことから、作
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業員の安全確保と作業効率を高めるため、新たに小型ホイールローダーを購入するものでご

ざいます。 

  同４目の2300事業、焼却場管理事務は35万6,000円の減額でございまして、職員人件費で

39万4,000円の減、焼却灰の再生施設視察旅費で３万8,000円の追加となっております。 

  続きまして、産業振興課関係でございますが、５款１項２目の3050事業、農業総務事務は

35万円の減額で職員人件費、同５目の3200事業、農用施設維持管理事業は411万1,000円の追

加で、内訳は職員人件費で321万1,000円の追加、稲梓地区の用水路修繕で40万円、各地区か

らの要望に基づく農業用施設維持補修用資材購入に50万円となっております。 

  同６目の3250事業、基幹集落センター管理運営事業は25万4,000円の追加で、会議室の照

明灯修繕と和室の畳表の取りかえでございます。 

  ５款２項３目の3450事業、保健休養林管理事業の15万円の追加は、爪木崎自然公園内のあ

ずまや、フジ棚の処分委託料でございます。 

  同４項１目の3700事業、水産振興事業の５万7,000円の追加は、水産関係事業費の変更増

額による県漁港漁場協会負担金の追加、同２目の3750事業、漁港管理事業は25万9,000円の

追加で、職員人件費が54万1,000円の減、漁港施設維持補修工事に80万円を追加しておりま

す。 

  同３目の3800事業、須崎漁港水産基盤整備事業は10万5,000円の追加で、事業費の内示変

更により工事費を変更するもの、3801事業、白浜漁港水産基盤整備事業の300万円の追加は、

農山漁村地域整備計画策定業務委託費で、これは現在の水産基盤整備計画が平成23年度で終

了すること、あわせて補助金制度改革による一括交付金制度が導入されることを視野に、今

後３年から５年の水産基盤整備計画を策定するための予算でございます。 

  続きまして、６款１項２目の4050事業、商工業振興事業は300万円の追加で、当初予算に

500万円計上した住宅リフォーム振興助成事業について追加経済対策として補正措置するも

のでございます。 

  同５目の4180事業、緊急雇用創出対策事業は13万5,000円の追加で、緊急雇用創出事業直

接実施分の雇用者に係る社会保険料等でございます。 

  続きまして、観光交流課関係でございますが、６款２項１目の4200事業、観光総務事務の

31万1,000円の減額は、職員人件費で１万9,000円増、車両購入入札差金で33万円減額となる

ものでございます。 

  同２目の4250事業、観光振興総務事務は1,240万円の追加で、下田の宣伝効果を高めるた
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め「伊豆の太陽」と「お吉袋」の手提げ袋のリニューアルに80万円を計上し、また、水仙ま

つりなどへの誘客推進を図るため、下田市観光協会に補助金1,160万円を追加して、インパ

クトのあるプランニングにより観光振興を推進していくものでございます。 

  また、4251事業、観光振興対策事業に224万3,000円を追加措置し、首都圏のローカル局等

を通じての電波宣伝に15万円、緊急雇用創出事業による観光イベントサポート業務委託に

109万3,000円、静岡空港を利用しての中国人観光客の誘客を視野に、中国語パンフレット等

作成業務委託に55万円、早春の下田をテーマにした写真コンテスト業務委託に45万円を計上

しました。 

  4252事業、観光振興推進事業は91万1,000円の追加で、伊豆観光圏整備推進事業費負担金

として、構成市町負担金479万3,000円のうち、均等割で47万円、平成20年度を基準とした交

流客数割で44万1,000円、合計91万1,000円を負担するものでございます。 

  ６款２項３目の4350事業、観光施設管理総務事務の150万円の追加は、市民文化会館前の

公衆トイレ改修のための実施設計業務委託料でございます。 

  14ページ、15ページでございますが、６款２項４目の4380事業、外ヶ岡交流館管理運営事

業は170万円の追加で、会議室外部シール取りかえ修繕に50万円、静岡県市町村振興協会助

成金100万円を財源に、公共施設のユニバーサルデザイン化推進事業としてピクトグラムを

取り入れた外壁表示板作成設置業務委託に120万円追加するものでございます。 

  続きまして、建設課関係でございますが、建設課関係の追加補正は、社会資本・生活基盤

整備とともに、経済対策も念頭に入れた内容となっております。 

  ７款１項１目の4500事業、土木総務事務の91万9,000円の減額は、職員人件費で137万

1,000円の減、原材料費のコンクリート境界ぐい、金属プレート購入に63万8,000円の追加、

車両購入入札差金で26万6,000円の減額でございます。 

  同２項１目の4550事業、道路維持事業は2,160万円の追加でございまして、内訳は、地区

要望に対応するための修繕料で200万円、市道坂下和歌の浦線等の舗装補修、道隈線のトン

ネル補修、上大沢線ののり面保護など、地区要望に対応するための市道維持補修工事費に

1,930万円、また、市道維持補修原材料費で30万円を追加計上させていただきました。 

  同２目の4570事業、交通安全施設整備事業は140万円の追加で、各地区からの要望にこた

えるための増額でございます。 

  同３項１目の4800事業、河川維持事業は423万9,000円の追加で、修繕料で20万円、河川の

しゅんせつなど各地区からの要望に対応するため400万円を追加し、また、平成21年度河
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川・海岸事業費の確定により河川協会負担金を３万9,000円追加するものでございます。 

  同２目の4900事業、排水路維持事業は200万円の追加で、マンホールぶたの修繕等、各地

区からの要望に対応するための補正でございます。 

  同５項１目の5150事業、都市計画総務事業の225万4,000円の減額は職員人件費、同２目の

5180事業、伊豆縦貫道建設促進事業の39万6,000円の追加は、都市計画道路の廃止に伴う用

途地域の見直し及び伊豆縦貫道敷根インターチェンジ関連で廃棄物処理施設の都市計画変更

決定に伴う都市計画原案策定業務の委託料でございます。 

  同４目の5250事業、都市公園維持管理事業は140万円の追加で、市内各公園設備修繕で100

万円、中村東公園の公衆トイレ下水道接続工事のため40万円追加したものでございます。 

  同７目の5465事業、景観まちづくり基金は５万円の追加で、下田料飲組合からの寄附金を

景観まちづくり基金に積み立てるものでございます。 

  同８目の5470事業、公共用地取得特別会計繰出金の7,431万円の追加は、平成15年度に土

地開発基金から長期繰替運用により借り入れた資金について平成24年度が償還期限となって

おりますが、長期繰替運用の取扱解釈の変更もあり早期返済が望ましいことから、平成23年

度、平成24年度の償還予定額それぞれ3,715万5,000円、合計7,431万円を繰上償還すること

としたものでございます。 

  ７款６項１目の5500事業、下水道会計繰出金は800万円の減額でございまして、これは下

水道事業特別会計において長期債利子が約800万円減額となったため、一般会計繰出金を減

額させていただくものでございます。 

  同７項１目の5600事業、市営住宅維持管理事業は120万円の追加で、旧大沢市営住宅の室

内修繕、新大沢市営住宅の給湯器修繕ほか、各市営住宅の修繕費を計上いたしました。 

  続きまして、学校教育課関係でございますが、３款３項３目の1550事業、公立保育所管理

運営事業の160万円の減額は、職員人件費で228万円の減、保育所児童特別支援のため緊急雇

用創出分の臨時雇い賃金で68万円の追加となっております。 

  同４目の1600事業、民間保育所事業は４万8,000円の追加で、平成21年度民間保育所運営

費負担金精算による国・県返還金でございます。 

  同５目の1650事業、地域保育所管理運営事業の879万5,000円の追加は職員人件費、同８目

の1746事業、子育て支援ネットワーク事業は150万円の追加で、歳入でご説明申し上げまし

た安心子ども基金・地域子育て創生事業費県補助金150万円を財源に、子育て支援関係者研

修事業に90万円、子育て支援活動拠点整備事業関係に60万円予算計上し、ネットワーク事業
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の積極的な展開を推進するものでございます。 

  ９款１項２目の6010事業、教育委員会事務局総務事務は11万5,000円の追加で、職員人件

費で６万8,000円の減、また、小・中学校児童生徒対外派遣費補助金として18万3,000円を追

加計上いたしました。 

  同５目の6040事業、教育振興基金は100万円の追加で、アイキ不動産株式会社からの指定

寄附金を教育振興基金に積み立てるものでございます。 

  同６目の6045事業、奨学振興基金は1,000万円の追加でございまして、北海道の野口観光

株式会社からの指定寄附金1,000万円を奨学振興基金に積み立てるものでございます。 

  ９款２項１目の6050事業、小学校管理事業は442万円の追加で、職員人件費が24万3,000円、

12月15日に市民文化会館で予定している劇団四季による「マンマ・ミーア」観劇のため、市

内６小学校６年生の送迎用車借上料で17万7,000円、また、稲梓、大賀茂、白浜小学校のト

イレの洋式化改修工事の前倒しということで400万円を予算措置させていただきました。 

  同２目の6090事業、小学校教育振興事業の100万円の追加は、先ほどご説明申し上げまし

たアイキ不動産株式会社からの指定寄附金100万円を財源に、市内５つの小学校の体育用消

耗品に41万6,000円、６小学校の体育教材備品購入に58万4,000円を予算配当するものでござ

います。 

  16ページ、17ページをご覧いただき、９款２項２目の6092事業、白浜小学校人権教育研究

事業は15万円の追加でございまして、白浜小学校が平成21年度、22年度の人権教育研究指定

校として指定されたことから、県費教育費補助金を財源に研究発表会を行うための予算措置

でございます。 

  同４項１目の6250事業、幼稚園管理事業は228万9,000円の減額で、職員人件費が326万

1,000円の減、緊急雇用創出事業による幼稚園特別支援員２名の臨時雇い賃金で97万2,000円

を追加計上するものでございます。 

  同７項１目の6800事業、学校等給食管理運営事業の956万2,000円の減額は職員人件費でご

ざいます。 

  続きまして、生涯学習課関係でございますが、９款５項１目の6350事業、社会教育総務事

務は106万5,000円の追加で職員人件費、同５目の6550事業、公民館管理運営事業は22万

4,000円の追加で、中央公民館キュービクル修繕に20万円、また、特別管理産業廃棄物管理

責任者講習会出席に係る旅費と負担金で２万4,000円を追加するものでございます。 

  同７目の6650事業、市史編さん事業は17万円の追加で、下田市史編さん委員により下田市
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史を広くご案内するための講演会を開催するための費用12万円と、近現代・通史の編さんに

係る資料のコピーどりのため複写機使用料５万円を追加するものでございます。 

  同６項１目の6701事業、社会体育活動推進事業は15万円の追加で、12月４日土曜日に静岡

市で行われる第11回静岡県市町対抗駅伝競走大会に参加する選手、スタッフの旅費日当と駅

伝の練習を指導するコーチングスタッフ謝礼分として体育協会に補助するものでございます。 

  同２目の6750事業、吉佐美運動公園管理運営事業の35万円の追加は、吉佐美運動公園の防

球ネットが破損しボールが場外に飛び出し危険なため修繕するものでございます。 

  続きまして、監査委員事務局関係でございますが、２款６項１目の0700事業、監査委員事

務は86万5,000円の追加で職員人件費の増額でございます。 

  以上、大変雑駁でございましたが、議第43号 平成22年度下田市一般会計補正予算（第３

号）の説明を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（増田 清君） 議案説明の途中ですが、ここで午後１時10分まで休憩します。 

午後 ０時 ８分休憩 

──────────── 

午後 １時１０分再開 

○議長（増田 清君） 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

  引き続き、当局の議案説明を続けます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（糸賀秀穂君） それでは、午前中に引き続きまして、議第44号 平成22年度

下田市稲梓財産区特別会計補正予算（第１号）につきましてご説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、補正予算書の59ページをお開き願います。 

  平成22年度下田市の稲梓財産区特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる

ということで、第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、第１項は、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ９万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ149万4,000円とするものでございます。 

  第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるということで、60ページ、61ページ記載の

第１表歳入歳出予算補正のとおりでございますが、主な内容につきましては説明資料にて説

明をさせていただきますので、お手数ですが補正予算の概要の18ページ、19ページをお開き

願います。 
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  まず、歳入でございますが、３款１項１目繰越金は９万4,000円の追加で、前年度繰越金

の確定に伴うものでございます。 

  続きまして、歳出でございますが、５款１項１目の稲梓財産区予備費は９万4,000円の追

加で、補正予算に係る歳入歳出調整額でございます。 

  以上、大変雑駁でございましたが、議第44号 平成22年度下田市稲梓財産区特別会計補正

予算（第１号）の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議第45号 平成22年度下田市下田駅前広場整備事業特別会計補正予算（第１

号）につきましてご説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、補正予算書の71ページをお開き願います。 

  平成22年度下田市の下田駅前広場整備事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによるということで、第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、第１項は、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ1,190万4,000円とするものでございます。 

  第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるということで、72ページ、73ページ記載の

第１表歳入歳出予算補正のとおりでございますが、主な内容につきましては説明資料にて説

明をさせていただきますので、お手数ですが補正予算の概要の20ページ、21ページをお開き

願います。 

  歳入でございますが、３款１項１目の繰越金は20万4,000円の追加で、前年度繰越金の確

定に伴うものでございます。 

  続きまして、歳出でございますが、４款１項１目の駅前広場予備費は20万4,000円の追加

で、補正予算に係る歳入歳出調整額でございます。 

  以上、大変雑駁でございましたが、議第45号 平成22年度下田市下田駅前広場整備事業特

別会計補正予算（第１号）の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議第46号 平成22年度下田市公共用地取得特別会計補正予算（第１号）につ

きましてご説明を申し上げます。 

  お手数ですが、補正予算書の83ページをお開き願います。 

  平成22年度下田市の公共用地取得特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

るということで、第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、第１項は、既定の歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ7,431万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ
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れ１億1,448万円とするものでございます。 

  第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるということで、84ページ、85ページ記載の

第１表歳入歳出予算補正のとおりでございますが、主な内容につきましては説明資料にて説

明させていただきますので、お手数ですが補正予算の概要の22ページ、23ページをお開き願

います。 

  まず、歳入でございますが、１款１項１目一般会計繰入金は7,431万円の追加でございま

して、これは、土地開発基金から長期繰替運用として平成15年度に予算編成補てん財源分１

億9,000万円を借り入れ、また、吉佐美グラウンド用地取得財源分として5,770万円を資金調

達したところでございますが、その未償還元金7,431万円につきまして、平成23年度、24年

度の残り２カ年で償還する計画でしたが、長期繰替運用の取り扱いに関する財務解釈の変更

により、できる限り早期の返済が望ましいということから、平成22年度において繰上償還す

ることとし、7,431万円を一般会計から繰り入れるものでございます。 

  続きまして、歳出でございますが、２款１項１目の土地開発基金繰出金は7,431万円の追

加で、歳入でご説明申し上げました理由により、基金返済分として土地開発基金に繰り出す

ものでございます。 

  なお、９月補正後における平成22年度末の土地開発基金現在高は２億7,665万7,285円と見

込んでおります。 

  以上、大変雑駁でございましたが、議第46号 平成22年度下田市公共用地取得特別会計補

正予算（第１号）の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議第47号 平成22年度下田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

につきましてご説明を申し上げます。 

  お手数ですが、補正予算書の95ページをお開き願います。 

  平成22年度下田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

によるということで、第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、第１項は、既定の歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ673万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ33億3,776万円とするものでございます。 

  第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるということで、96ページ、97ページ記載の

第１表歳入歳出予算補正のとおりでございますが、主な内容につきましては説明資料にて説
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明させていただきますので、お手数ですが補正予算の概要の24ページ、25ページをお開き願

います。 

  まず、歳入でございますが、１款１項１目４節の一般被保険者国民健康保険税医療給付費

分滞納繰越分は100万円の減、同５節一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納

繰越分は280万円の減、同６節一般被保険者国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分は50万

円の減、１款２項１目４節の退職被保険者等国民健康保険医療給付費分滞納繰越分は60万円

の増、同５節退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分は５万円の減、

同６節退職被保険者等国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分は１万円の減で、滞納繰越分

の繰越調定決定によるものでございます。 

  続きまして、３款１項３目の国庫・特定健康診査等負担金は14万9,000円の追加で、平成

21年度特定健康診査負担金精算確定によるもの、３款２項１目の国庫・特別調整交付金は

157万5,000円の追加で、国保連合会被保険者マスターの変更による電算システム改修に係る

交付金でございます。 

  ９款１項１目の事務費等繰入金は135万5,000円の減額で、４月１日の人事異動による職員

人件費分、10款１項１目の繰越金は1,013万円の追加で、国保分に係る前年度繰越金でござ

います。 

  続きまして、歳出でございますが、１款１項１目8300事業、国民健康保険総務事務は182

万6,000円の追加で、内訳は、職員人件費に25万1,000円、特別調整交付金を財源にした電算

システム改修業務委託に157万5,000円となっております。 

  同２項１目の8321事業、国民健康保険徴収事務は160万6,000円の減額で職員人件費、４款

１項２目の8440事業、前期高齢者納付金は国保加入者が社会保険診療報酬基金に支払う調整

額で、加入者１人当たりの金額が増額となったため、３万9,000円を追加するものでござい

ます。 

  11款１項３目の8530事業、国民健康保険償還金事務は629万9,000円の追加で、補正内容等

に記載のとおり、前年度退職者医療・療養給付費超過交付金返還金が344万3,000円の減、一

方、前年度一般医療・療養給付金超過負担金返還金で974万2,000円の増額となっております。 

  12款１項１目国民健康保険予備費は18万1,000円の追加で、補正予算に係る歳入歳出調整

額でございます。 

  以上、大変雑駁で恐縮ですが、議第47号 平成22年度下田市国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）の説明を終わらせていただきます。 
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  続きまして、議第48号 平成22年度下田市介護保険特別会計補正予算（第１号）につきま

してご説明を申し上げます。 

  お手数ですが、補正予算書の113ページをお開き願います。 

  平成22年度下田市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによると

いうことで、第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ1,245万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億

6,345万2,000円とするものでございます。 

  第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるということで、114ページ、115ページ記載

の第１表歳入歳出予算補正のとおりでございますが、主な内容につきましては説明資料にて

説明させていただきますので、お手数ですが補正予算の概要の26ページ、27ページをお開き

願います。 

  まず、歳入でございますが、８款１項一般会計繰入金、４目１節の職員給与費等繰入金は

15万5,000円の減額で職員人件費分、同２節の事務費等繰入金は4,000円の追加で平成21年度

決算確定に伴う事務費等の見直し分でございます。 

  同２項１目介護給付費準備基金繰入金は241万9,000円の追加でございまして、平成21年度

決算確定による精算調整額でございます。 

  ９款１項１目繰越金は792万7,000円の追加で平成21年度決算確定による繰越金、10款３項

５目１節の介護保険過年度収入は225万7,000円の追加で、国庫支出金の精算により154万

1,000円、県支出金の精算により71万6,000円を過年度収入として追加するものでございます。 

  続きまして、歳出でございますが、１款１項１目の9200事業、介護保険総務事務は15万

5,000円の減額で職員人件費、７款１項２目の9396事業、第１号被保険者保険料還付金は37

万6,000円の追加で、これは平成21年度決算に含まれる保険料の還付未済額を追加計上した

ものでございます。 

  同３目の9397事業、介護保険償還金事務は646万4,000円の追加で、平成21年度決算の精算

確定に伴い、国庫返還金が129万8,000円、支払基金返還金が451万7,000円、県費返還金が64

万9,000円となるものです。 

  ７款２項１目の介護保険一般会計繰出金は576万7,000円の追加でございまして、平成21年

度決算に伴い介護給付費分で163万6,000円、介護予防地域支援事業分で67万3,000円、地域

支援事業の包括的・任意事業分で42万5,000円を追加し、人件費分は24万9,000円の減、事務
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費分で328万2,000円の追加、合計576万7,000円を一般会計へ繰り出すものでございます。 

  以上、大変雑駁でございましたが、議第48号 平成22年度下田市介護保険特別会計補正予

算（第１号）の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議第49号 平成22年度下田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

つきましてご説明を申し上げます。 

  お手数ですが、補正予算書の127ページをお開き願います。 

  平成22年度下田市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よるということで、第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、既定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ58万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億

8,841万8,000円とするものでございます。 

  第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるということで、128ページ、129ページ記載

の第１表歳入歳出予算補正のとおりでございますが、主な内容につきましては説明資料にて

説明させていただきますので、お手数ですが補正予算の概要の28ページ、29ページをお開き

願います。 

  まず、歳入でございますが、１款１項１目後期高齢者医療保険料・特別徴収保険料現年度

分は995万円の追加、同２目１節の後期高齢者医療保険料・普通徴収保険料現年度分は1,125

万5,000円の減額で、これは現年調定分で6,292万円、過年分の現年調定分で61万5,000円、

合計6,353万5,000円と見込み、現計予算額7,479万円との差額を減額するものでございます。 

  同２節の後期高齢者医療保険料・普通徴収保険料滞納繰越分は７万6,000円の追加で、滞

納繰越額約200万円、収納率は70％と見込み、滞納繰越調定額は140万円と試算しております。 

  ３款１項１目の事務費繰入金は134万2,000円の減額で人事異動に伴うもの、４款１項１目

の延滞金は20万円の追加、同２項１目の保険料還付金の50万円の追加は過年度の更正による

もので、後期高齢者医療広域連合から保険料還付金を受け入れるものでございます。 

  ５款１項１目繰越金は128万9,000円の追加で、繰越確定額の329万円と現計予算額との差

額分でございます。 

  続きまして、歳出でございますが、１款１項１目の8700事業、後期高齢者医療総務事務は

134万2,000円の減額で職員人件費、２款１項１目の8750事業、後期高齢者医療広域連合納付

金は207万4,000円の減額でございまして、現年度分保険料等の減額に伴い納付金も減額とな

るものでございます。 
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  ３款１項１目の8760事業、保険料還付金の50万円の追加は、保険料の更正による還付で50

万円を見込んだものでございます。 

  ３款２項１目の8780事業、他会計繰出金は、平成21年度決算の精算確定に伴う事務費繰越

分を一般会計へ繰り出すもので、233万6,000円の追加でございます。 

  ４款１項１目の後期高齢者医療予備費は、補正予算に係る歳入歳出財源調整でございます。 

  以上、大変雑駁でございましたが、議第49号 平成22年度下田市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議第50号 平成22年度下田市集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

きましてご説明を申し上げます。 

  お手数ですが、補正予算書の145ページをお開き願います。 

  平成22年度下田市の集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

るということで、第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、第１項は、既定の歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ23万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ1,573万6,000円とするものでございます。 

  第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるということで、146ページ、147ページ記載

の第１表歳入歳出予算補正のとおりでございますが、主な内容につきましては説明資料にて

説明させていただきますので、お手数ですが補正予算の概要の30ページ、31ページをお開き

願います。 

  まず、歳入でございますが、４款１項１目の繰越金は23万6,000円の追加で、繰越確定額

28万1,000円から当初予算計上額の４万5,000円を差し引いた23万6,000円を追加するもので

ございます。 

  続きまして、歳出でございますが、３款１項１目集落排水予備費は23万6,000円の追加で、

補正予算に係る歳入歳出調整額でございます。 

  以上、大変雑駁でございましたが、議第50号 平成22年度下田市集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議第51号 平成22年度下田市下水道事業特別会計補正予算（第２号）につき

ましてご説明申し上げます。 

  お手数ですが、補正予算書の157ページをお開き願います。 

  平成22年度下田市の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる
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ということで、第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、第１項は、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ160万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ12億4,389万4,000円とするものでございます。 

  第２項の歳入歳出予算の補正の款項の主な内容につきましては、補正予算の概要によりま

して後ほどご説明申し上げます。 

  次に、第２条地方債の補正でございますが、地方債の変更は、第２表地方債補正によると

いうことで、お手数ですが予算書の160ページをお開き願います。 

  地方債の補正・変更は１件でございまして、地方債残高軽減のため、公共下水道事業債の

うち特別措置分の借入額の削減を図るものでございまして、限度額を３億3,780万円から500

万円減額して３億3,280万円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法に変更はござい

ません。 

  なお、補正後における公共下水道事業債の平成22年度末現在高見込みにつきましては、お

手数ですが予算書の173ページをめくっていただきまして、平成21年度末現在高が81億5,931

万4,000円で、本年度中に３億3,280万円を借り入れ、一方、本年度中の償還額は６億8,925

万7,000円と見込み、差し引き３億5,645万7,000円の軽減となり、平成22年度末現在高見込

みは78億285万7,000円と見込むものでございます。 

  ちなみに、10年前の平成12年度末における起債残高と比較しますと約14億5,000万円軽減

されております。 

  それでは、予算書の157ページに戻っていただきまして、第１条第２項の歳入歳出予算の

補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきまして

は、第１表歳入歳出予算補正によるということで、予算書の158ページ、159ページ記載のと

おりでございますが、主な内容につきましては補正予算の概要により説明させていただきま

すので、お手数ですが補正予算の概要の32ページ、33ページをお開き願います。 

  まず、歳入でございますが、５款１項１目一般会計繰入金は800万円の減額で、平成21年

度下水道事業債の借入利率確定により利息の軽減が図られたことなどにより、一般会計から

の繰入金を減額させていただくものでございます。 

  ６款１項１目の繰越金は1,139万4,000円の追加で、21年度決算の確定に伴うものでござい

ます。 

  ８款１項１目１節の下水道事業債は500万円の減額で、先ほど地方債の変更でご説明申し

上げました理由により減額するものでございます。 
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  続きまして、歳出でございますが、１款１項１目の8800事業の下水道総務事務は30万円の

減額で職員人件費、１款２項１目の8810事業、下水道管渠維持管理事業は208万円の追加で

ございまして、補正内容等に記載の修繕料100万円はマンホール４カ所の修繕、台帳整備業

務委託80万円は下水道台帳システムの保守更新、パソコンの購入は旧型モデルをＸＰに更新

し、あわせてデータ移行を行うものでございます。 

  同２目の8820事業、下水道施設管理事業は170万4,000円の追加で、内訳は、下田浄化セン

ターのナンバーツーの初沈スカムスキマの修繕に300万円、水質検査業務委託の129万6,000

円の減額は入札差金でございます。 

  ２款１項１目の8830事業、下水道幹線管渠築造事業の184万5,000円の減額と、同３目の

8832事業、下田浄化センター等更新事業の451万円の減額は、いずれも人事異動等に伴う職

員人件費の減額でございます。 

  ３款１項２目の8860事業、下水道起債利子償還事務は84万2,000円の減額で、これは平成

21年度事業債２件分の借入利率確定によるもので、当初予算では利率を３％と見込んでおり

ましたが、利率が1.8％と2.0％という低利での確定となったため、利率軽減効果分を減額す

るものでございます。 

  ４款１項１目の予備費は210万7,000円の追加で、補正予算に係る歳入歳出調整額でござい

ます。 

  以上、大変雑駁でございましたが、議第51号 平成22年度下田市下水道事業特別会計補正

予算（第２号）の説明を終わらせていただきます。 

  これをもちまして、議第43号 平成22年度下田市一般会計補正予算（第３号）から議第51

号 平成22年度下田市下水道事業特別会計補正予算（第２号）までの９件の補正予算の説明

を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 

○議長（増田 清君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（滝内久生君） それでは、水道事業会計の補正予算についてご説明申し上げ

ます。 

  お手元の水色の水道事業会計補正予算書のご用意をお願いいたします。 

  議第52号 平成22年度下田市水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

  予算書の１ページをお開きください。 

  補正第１号の主な内容でございますが、収益的支出におきましては、人件費調整の増減、

漏水調査業務委託料の入札差金の減額、決算確定に伴う減価償却費の減額、企業債利息見直
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しによる増額でございます。 

  資本的収入及び支出におきましては、収入で分譲地開発に伴う水道負担金の増額、支出で

人件費の調整、落合浄水場・武山配水場流量計改良工事の追加でございます。 

  まず、第１条でございますが、平成22年度下田市水道事業会計補正予算（第１号）は、次

に定めるものでございます。 

  第２条は、業務の予定量で、平成22年度下田市水道事業会計予算第２条を次のとおり補正

するものといたしまして、第４号は主要な建設改良事業として、改良工事費３億4,631万

9,000円を３億5,388万4,000円に改めるものでございます。 

  第３条は、収益的収入及び支出で、予算第３条を次のとおり補正するものといたしまして、

支出で、第１款水道事業費用を415万円減額し６億7,810万6,000円とするもので、その内訳

といたしまして、第１項営業費用を489万9,000円減額し５億4,161万8,000円に、第２項営業

外費用を74万9,000円増額し１億2,748万8,000円とするものでございます。 

  第４条は、資本的収入及び支出で、予算第４条本文括弧書き中「不足する額３億2,305万

5,000円」を「不足する額３億2,915万3,000円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額1,571万7,000円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,600

万4,000円」に、「当年度分損益勘定留保資金２億2,625万6,000円」を「当年度分損益勘定

留保資金２億2,325万6,000円」に、「減債積立金8,108万2,000円」を「減債積立金8,989万

3,000円」にそれぞれ改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

  収入でございますが、第１款資本的収入を146万7,000円増額し２億969万1,000円とするも

ので、その内訳といたしまして、第３項水道負担金を146万7,000円増額し146万8,000円とす

るものでございます。 

  支出でございますが、第１款資本的支出を756万5,000円増額し５億3,884万4,000円とする

もので、その内訳といたしまして、第１項建設改良費を756万5,000円増額し３億6,177万

5,000円とするものでございます。 

  第５条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、予算第８条を次

のとおり補正するものといたしまして、第１号は職員給与費１億722万9,000円を１億739万

5,000円に改めるものでございます。 

  次に、予算に関する説明でございます。 

  ２ページ、３ページをお開きください。 

  平成22年度下田市水道事業会計予算実施計画の収益的支出でございます。 
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  １款水道事業費用は、415万円減額し６億7,810万6,000円とするものでございます。 

  １項営業費用は、489万9,000円減額し５億4,161万8,000円とするもので、内訳といたしま

して、１目原水及び浄水費９万円の増額は人件費の調整、２目配水及び給水費189万7,000円

の減額は人件費の調整と漏水調査業務委託入札差金の減額、３目受託工事費４万2,000円の

増額、４目業務費11万4,000円の減額、５目総係費２万円の減額は人件費の調整、６目減価

償却費300万円の減額は決算確定によるものでございます。 

  ２項営業外費用は、74万9,000円増額し１億2,748万8,000円とするもので、内訳といたし

まして、１目支払利息及び企業債取扱諸費93万9,000円の増額は見直しによるもの、２目消

費税及び地方消費税19万円の減額は資本的支出の増額に伴うものでございます。 

  ４ページ、５ページをお開きください。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  収入で、１款資本的収入は、146万7,000円増額し２億969万1,000円とするもので、内訳と

いたしまして、３項１目水道負担金146万7,000円の増額は分譲地開発に伴う水道負担金でご

ざいます。 

  支出で、１款資本的支出は、756万5,000円増額し５億3,884万4,000円とするもので、内訳

といたしまして、１項１目改良工事費756万5,000円の増額は、落合浄水場、武山配水場の流

量計改良工事の追加と人件費の調整でございます。 

  ６ページ、７ページをお開きください。 

  平成22年度下田市水道事業会計資金計画でございます。 

  受入資金は、867万8,000円増額し11億7,326万4,000円とするものでございます。支払資金

は、675万8,000円増額し10億536万4,000円とするものでございます。この結果、資金残高は

１億6,790万円を予定するものでございます。 

  ８ページ、９ページは給与明細書になっておりますので、説明を省略させていただきます。 

  10ページ、11ページは、平成21年度下田市水道事業確定貸借対照表で、さきの決算にて説

明しておりますので、説明を省略させていただきます。 

  12ページ、13ページをお開きください。 

  平成22年度下田市水道事業予定貸借対照表でございます。 

  確定貸借対照表に補正第１号の予定額を増減したもので、12ページ末尾に記載してありま

すように、資産合計は65億1,493万1,000円となるものでございます。 

  13ページ末尾に記載してありますように、負債資本合計は65億1,493万1,000円となり、さ
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きの資産合計と一致し、貸借対照表は符合しているものでございます。 

  14ページをお開きください。 

  平成22年度下田市水道事業予定損益計算書でございます。 

  １の営業収益７億4,006万2,000円から、２の営業費用５億3,221万9,000円を差し引きます

と、営業利益は２億784万3,000円となるものでございます。 

  次に、３の営業外収益545万1,000円から４の営業外費用１億1,679万6,000円を差し引きま

すと、マイナス１億1,134万5,000円となり、この結果、経常利益は9,649万8,000円で、これ

に５の特別利益1,000円を加え、６の特別損失500万円と７の予備費400万円を差し引きます

と、当年度純利益8,749万9,000円を予定しているものでございます。 

  以上、大変雑駁な説明ではございますが、議第52号 平成22年度下田市水道事業会計補正

予算（第１号）の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げま

す。 

○議長（増田 清君） 議第43号から議第52号までについて当局の説明は終わりました。 

  これより各議案ごとに質疑を行います。 

  まず、議第43号 平成22年度下田市一般会計補正予算（第３号）に対する質疑を許します。 

  ７番。 

○７番（田坂富代君） ９月の補正額が６億4,000万ということで、大変大きな金額になって

いると思います。歳入のほうの主なものが地方交付税の３億1,000万、繰越金の３億という

ことで、歳出のほうの特徴としては、修繕補修工事等、市内経済に配慮した予算措置をされ

たということで評価ができるものだなと思っております。 

  そこで、財調のほうに４億8,879万積むことになっていますけれども、合計金額ですね。

一般的に標準財政規模の６％程度という財調の金額だと思いますけれども、当市の場合でし

たら３億5,000万程度は必要であるといつも言われているわけですけれども、必要とされる

額より１億3,000万余り多いということになります。先ほどの課長の説明ですと、22年度末

の基金残高が７億というご説明もあったわけですので、１点目の質問といたしまして、今後

予想される大きな財政出動があるのか。例えば、中には、もしかしたら総合計画の重点事業

等に係る財源等も含まれているのかなとは思うんですけれども、そのあたりをお伺いいたし

ます。 

  ２点目といたしまして、市税のほうが3,200万の減ということでなっております。市内経

済の厳しさを反映しているものだなというふうに思うわけですけれども、特に建設業関係の
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厳しさを考えると、もう少し思い切った予算措置が必要なのではないかなというふうに考え

ますが、そのあたりはいかがでしょうか。 

  ３点目は確認なんですけれども、土木費のほうで公共用地取得特別会計繰出金のほうが

7,431万円、たしかこれが、平成20年度から５回の返済予定ではなかったのかなと思うんで

すけれども、3,715万5,000円の５回ということだったように自分はメモをしてあるんですが、

それが正しいかどうかわからないものでお伺いするわけですが、22年当初で第１回目を返済

して、今回の補正で２回分ということだと、合計３回分を22年度で返済するという理解でよ

ろしいのか。これで借入分はなくなったのかということをお伺いしたいと思います。 

  以上３点。 

○議長（増田 清君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（糸賀秀穂君） 今回の補正でございますけれども、主な内容は交付税の増額

と繰越金、これが大きな歳入の財源となっております。平成22年度末現在の残高見込みは約

７億円の財政調整基金の見込みとなっておりますけれども、今後の財政出動ということでご

ざいますが、当然総合計画の中でも財政計画をお示し申し上げましたけれども、総合計画に

のっている財源、これについては当然交付税も算入されております。しかし、これ以外に予

測できない事態への対応ということと、当然５％が標準財政規模の適正ということで、現在、

下田市60億9,900万円程度の標準財政規模となっておりますけれども、これを若干上回る形

になるわけでございますけれども、今後の財政出動としましては、先ほど申し上げましたよ

うに、まだまだ財政計画の中で事業費の確定していない部分がございまして、これが将来ど

のような形で動いていくのかという、そういう予測できない部分もございます。ということ

で、現在、ある程度財政に余力があるうちに、とりあえず蓄えるものは蓄えて、さらに経済

対策として出動できるものは出動させていくという考え方の中で、今回、経済対策として考

えさせていただいたのは建設課関係の維持費分、教育委員会の小学校のトイレの前倒し、あ

るいは公衆トイレの計画等々、そういったものを考えながら、一応は両方に配慮させていた

だく補正予算ということで考えております。 

  市税が3,200万円の調定減になるわけですけれども、さらに思い切った予算措置が必要で

はなかったかということなんですけれども、当然今回の補正予算の中で観光振興という形の

中で1,000万円を超える補助金の追加を観光施策のほうに支出させていただく形になってお

ります。これにつきましては、当然当市の基幹産業が観光立市ということで、関係団体と協

議調整を重ねながら、現時点での効果的な観光振興施策としてはどういうものが考えられる
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のかという中で出してきたメニューでございまして、今後のさらに思い切った予算措置とい

う形になりますと、建設関係とかあるいは産業振興関係の維持費をもう少し大胆に予算づけ

をしていく形になってこようかと思うんですけれども、それにつきましては、原課のほうか

ら出されてきました要求調書とヒアリングの中で、今回についてはこの程度の予算というこ

とで措置させていただきました。それについては、地元の各地区との要望も踏まえながらの

予算措置でございまして、さらに思い切った予算措置ができればいいんですけれども、これ

についてはまた今後取り組みの状況を見ながら、例えば住宅リフォームにつきましても今回

300万円つけさせていただきますけれども、申請状況等も見ながら、また12月に追加という

形もあり得るかもわかりませんが、とりあえず９月補正につきましてはそういう形で対応さ

せていただくというものです。 

  それから、土木費に盛りました公共用地取得特別会計の繰出金の関係でございますけれど

も、これは先ほどお話し申し上げましたように、平成15年度に予算編成の財源調達分として

１億9,000万円、吉佐美のグラウンド購入の金額として5,700万円余を土地開発基金から借り

入れをしまして、当初1,238万5,000円で10年間、平成34年度までの計画で償還するという予

定でございましたけれども、余りにも長期過ぎるというご指摘を受けまして、平成20年度か

らこれを３倍に増やしまして3,715万5,000円の償還計画をさせていただきました。それで平

成24年度に償還をするという計画でこれまで進めてまいりましたけれども、今回、先ほど説

明申し上げましたように、23年度、24年度分の各年度3,715万5,000円、これについての２カ

年分を今回繰上償還させていただくということで予算措置をさせていただくというものでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） ７番。 

○７番（田坂富代君） 済みません、ちょっと私の頭が悪くてわからないんですけれども、３

番目の公共用地取得特別会計の繰出金のことは、そこまでは理解しているんですが、あとど

のくらい返済金額が残っているのかということを聞いたつもりだったんですけれども、その

辺をお答えいただきたいと思います。 

  それから、２番目にお聞きした、もう少し思い切った予算措置が必要ではないのかという

ことで言ったわけなんですけれども、税務課長にお伺いしたいんですけれども、徴収する側

として、今の市内の状況というか、特に私の耳に入ってくるのはごくわずかなところではあ

ると思いますけれども、全体的に見ていくと、特に建設業関係、大工さんの仕事がないです
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とか、そういう話もよく聞きますし、そのあたりで税金を払う側の方たちの様子が若干わか

ればお話をいただきたいと思います。 

○議長（増田 清君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（糸賀秀穂君） 公共用地の関係でございますけれども、今年度現在で一般会

計貸付金の残高が１億1,146万5,000円ございまして、今年度予算で3,715万5,000円、当初予

算で計上してあります。さらに、23年度、24年度分で3,715万5,000円の２カ年分ということ

で返済しまして、一般会計の貸付金につきましてはゼロになると、こういうことでございま

す。 

○議長（増田 清君） 税務課長。 

○税務課長（河井文博君） 市内経済の特に建築等の状況ということですけれども、市内経済、

余りよくないというのは皆さん雰囲気でわかるんじゃないかなというふうに思います。それ

で、建築についても、昔は１年度で大体400件ぐらい新築が建っていた、住宅も非住家もあ

わせてですけれどもあったものが、現在100を切っています。80から90件ぐらいというとこ

ろでして、これからも職人さんとか建築関係者の状況がわかるんじゃないかなというふうに

思います。一番身近な左官屋さんとかペンキやさんとかそういう方たちが、非常に職がない

というようなこともありまして、そういうのにリフォームを使ったらどうかというような話

もあります。リフォームについても一般家庭住宅ばかりでなくて、できれば商売をやってい

る部分にも使ったらどうかというような話まで出てきたんですが、現在、状況がリフォーム

を使っている方が大分浸透してきたというふうなこともありまして、経済対策としては、や

や役に立っているんじゃないかなというふうに思いますけれども、リフォームで市内経済が

よくなるというのは少し考えられないなと。ここの建築関係が本当によくなってくるのには、

下田の経済が活性化してこなければだめだなと。観光にしても、民宿も大分減ってきていま

すし、旅館も少なくなってきているというようなことで、何が一番、下田市の経済が発展す

るには、みんな頭を痛めているところなんですけれども、今のところ予算に対して盛り込め

ば一番経済がよくなるのかというのはまだよくわからないんですけれども、一生懸命頑張っ

ているような状況です。税務課としては、景気がよくなっているとは思っていません。 

  それから、お金を徴収するのに当たって、昔は外車に乗っている人が滞納しているとか、

いい生活をしているのに給食費を払わないとかというようなのがよく出ましたけれども、最

近はそういうような話も余り聞かれませんし、本当に経済状態よくないんじゃないかなとい

うふうに思っております。 
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  以上でございます。 

○議長（増田 清君） ７番、３回目です。 

○７番（田坂富代君） 今、税務課長にお答えいただいたわけなんですけれども、やはり市内

の経済がよくないというのは皆さんご承知のとおりなんですけれども、税金が払えない人が

大変増えているということは、市内で生活をするのが大変困難になってきているということ

だと思うんです。そういった中で、今回の補正に関しては、私は一定の評価をするものだと

思っているんですが、もう少しこのあたりを、財調もこれだけ積んだことですし、積めるだ

けの余力ができたということですので、当然総合計画等も庁舎建設基金以外はほかに積み立

てる基金がないので、財調あたりに積むのかなとは私も思っていたんですけれども、今、現

実的に市がいろいろ行う補修であるとか、そういったもので多少なりともつなぐことができ

るというならば、それも一つの市内経済の活性化をしていくという政策として大変重要なこ

とだと思いますので、財調をこれだけ積んだということなので、今後の12月にかけて政策的

な面を期待したいと思います。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） 答弁はいいですか。 

○７番（田坂富代君） 答弁をいただければ。 

○議長（増田 清君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（糸賀秀穂君） 今指摘いただいたとおり、まだまだ市内経済については、納

税できない、納税が非常に厳しいという方、少なくないわけでございまして、当然こういっ

た方々への配慮はもちろんなんですけれども、市内の景気対策をどう活性化の方向に実現さ

せていくかというところが喫緊の大きな課題というふうにとらえておりますので、９月補正

の効果というものを次の議会までの間にかなり観察しながら、12月議会につきましては、さ

らにまた新たな戦略的な予算面での対応ができるかどうかということを検討しながら対応し

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ありませんか。 

  １番。 

○１番（沢登英信君） 補正予算の概要のほうで質問させていただきたいと思いますが、普通

交付税が３億1,400万余増額になったと。雇用対策及び人口減や段階補正の関係で増額にな

ったということでございますので、本予算で雇用対策がどのように進められているのかとい

う点を１点お尋ねしたいと思います。 
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  それから、歳入で、ふるさと応援基金、これは国の大きな鳴り物入りと言ってもいいかと

思うわけですが、横浜在住の方から50万寄附金があったと、こういうことでございますが、

ふるさと応援基金への取り組み、それから下田から出ていった人たちへのアピールというん

でしょうか、そういう応援をお願いするような取り組みというのはどうなっているのか。50

万という額が大変少ないのか多いのか、あるいは今後、この応援基金が増えていく可能性が

あるのかないのか、お尋ねをしたいと思います。 

  次に、２ページの歳入の件でございますが、市民税個人現年度分が3,200万減額だと。６

月の申請で新たに市民税課税されて、この９月で3,200万も減額するということの理由は何

か、この点を改めてお尋ねしたいと思います。 

  それから次に、歳出のほうへ移らせていただきたいと思いますが、７ページの保育所広域

入所受託事業収入187万円、市外の人の委託料であるということでございますが、この事業

の内容と金額の算定の考え方というんでしょうか、方式をご説明いただきたいと思います。 

  それから、12ページ、13ページの3801事業、５款４項３目300万円の農山漁村地域整備計

画策定業務委託料、大変いかめしい名前で表現がされておりますが、白浜漁港の整備計画に

かかわるものではないかと思うわけです。どういうわけでこれがこの補正で300万出てきて

いるのか、委託の内容は何かということをお尋ねしたいと思います。 

  尚、その下の住宅リフォームの振興援助金でございますが、ぜひとも多くのリフォームが

なされ、市内の職人さんの仕事ができることを望むわけでありますが、300万円で、合わせ

て2,596万9,000円─約2,600万程度だと。当初年度は7,000万を超えたのではないかと思う

んですが、昨年度と比べますと半分以下になっている現状をどのようにお考えになっている

のかお尋ねしたいと思います。 

  それから、この補正予算の大きな特徴は、観光面に一定の予算の配分をするということに

なっていようかと思うわけであります。1,240万円余の観光振興の費用を含んでいるわけで

ありますが、この成果といいますか、方向づけがどのように進められるのか、もう少し詳し

くお尋ねしたいと思います。 

  なお、公衆トイレの改修実施の設計業務委託だと。どこのトイレをどういう観点で、どの

ように改修をされる予定なのか、これもあわせてお尋ねをしたいと思います。 

  なお、15ページの伊豆縦貫道の建設促進事業に伴いまして下田市の都市計画の原案策定業

務をするんだと、こういうことでございますが、都市計画につきましては、都市計画の計画

がない地域に課税をしていると、こういう問題がございまして一般質問で質問させていただ
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いておりますが、ただ、縦貫道だけではなくて、きっちり都市計画のあり方を見直して、縦

貫道のあり方も位置づけていくと、こういうことが必要ではないかと思うわけです。 

  稲梓中学校、稲生沢中学校との統廃合の問題では、ぜひ稲梓地区でインターはとめていた

だいて、あるいは稲梓地区に市営住宅をつくっていただいて、人口を増やすというような施

策をしてほしい、こういうことが市民の要望としてこの取り組みの中で出されてきていよう

かと思うわけですが、これらの市民の要望は都市計画の計画の中でどう整理をしていこうと

されているのか、されていないのか、あわせてお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（糸賀秀穂君） まず、交付税の関係でございますけれども、今回３億1,461

万7,000円の追加補正をさせていただくわけなんですけれども、この算定に当たりましては、

当然基準財政収入額と需要額との関係、調整額ということの中で算定されるわけですが、そ

の中で、先ほどの説明の中にもございましたように、今年度の一般的な特徴としましては、

雇用対策・地域支援活用臨時特例費の創設、これが新たに創設されたと。あるいは、社会福

祉の増額に対して基準財政需要額が算定されたというような特徴がございます。雇用対策・

地域支援活用臨時特例費の創設につきましては、算定額として全国的に4,500億円程度財源

配分されまして、これを都道府県とか市町村に配分されるわけなんですけれども、交付税上

の算定につきましては、単位費用としまして626円、それに平成17年度国勢調査人口、これ

を乗じまして段階補正ということで、これは全国の歳入合計に占める自主財源の割合、全国

平均あるいは第一次産業の就業者の比率とか、あるいは年少者人口割合、高齢者人口割合、

雇用対策の取り組みに対する経費の額、こういったものを総合的に勘案しまして段階補正と

いう形で入れまして、それを乗じた金額という形で雇用対策の交付税に算入されてくるとい

うことでございます。したがいまして、下田市が、どういう雇用対策を現実に実施していっ

て、それに対して交付税として幾ら来ているかと、そういうものではございませんで、そう

いう一定のルールのもとに算定された金額ということでご理解いただきたいというふうに思

います。 

  それから、ふるさと応援基金につきましては、今回横浜市在住の下田出身者の方から50万

円ちょうだいしたわけなんでございますけれども、ふるさと応援の関係につきましては、ホ

ームページでもご紹介させていただいて、下田の活性化のためにこういった制度があるので、

できるだけご寄附をお願いしたいという形で取り組んでおります。これの取り組みの仕方が、
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もう少し積極的にするべきであるというご意見も常々伺っておりますので、そういう形で、

これからどういう方法がいいのかということで検討しまして、機会あるごとにこういう制度

がありますということでお知らせいたしまして、今回の50万円につきましても、たまたまそ

ういう機会がございまして、そういう中で、下田市は今これこれこういう制度があるので、

ぜひご協力いただきたいということで50万円ちょうだいする、そういういきさつがございま

す。そういうことで、今後もなるべく多くの機会を利活用しまして、この基金へ寄附してい

ただけるような取り組みを積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） 税務課長。 

○税務課長（河井文博君） 今回の市民税・個人・法人現年分ということで3,200万円減とい

うことです。ちょっと早いんじゃないかというような、市税になりますと調定が毎月変わっ

てきますので、この間予算を組んだばかりに3,200万円マイナスするというのはという質問

だと思うんですけれども…… 

〔「内容は」と呼ぶ者あり〕 

○税務課長（河井文博君） 内容は、個人の分で均等割と所得割が少なくなったということで

ございます。今回、均等割が30万円ほど減って、所得割が3,170万円ほど減るのではないか

ということで、当初より3,200万ほど金額が少なくなるというような予想を立てましたもの

ですから、今回のこの辺はかたいだろうということで、個人の均等割、所得割を減額させて

いただいたものでございます。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（名高義彦君） 保育所の広域入所の関係でご質問いただきました。これにつ

きましては、近隣の市町にお住まいの保護者が保育所にお子さんを入所させたい、ですが、

住所地の保育所ではいろいろな事情で通わせることができない、そういうお子様が現実には

いらっしゃるわけなんですが、そういう保護者の方が、まず自分の住んでいる市町に相談し

て、実は、例えば下田市の保育所にこういう理由で通いたいよと、そういうようなときに、

そちらの市町から私どものほうに相談をいただいて、受け入れが可能であれば受け入れると

いうような形で、公立の場合には市町村長同士の契約、例えば下田の民間に行く場合には相

手方の市町の長と民間の経営者と私的な契約を結ぶと、そういうような形で受け入れを実施

しているものでございます。利用料につきましては、ご存じのように国の保育単価というも
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のがございますもので、それに基づいて、通い始めた月から終わりの月までの費用をご負担

いただくというようなことで受け入れをしているものでございます。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（増田徳二君） 白浜漁港の委託費でございます。これは、平成14年から平成

23年度まで水産基盤整備事業計画ということで進めております。その中で、平成22年度から

は交付金に変わるということであります。23年度までの計画ですけれども、船揚げ場ですと

か、しゅんせつ並びに取り合い道路等を計画しておりました。ただ、今度、交付金になりま

すと、求められているのが、３年から５年で完了するような計画にしなさいということの指

示をいただいておりまして、そのために今残っている事業をどのぐらいで終われるかという

計画を立て直すための委託でございます。 

  それとあと、住宅リフォームですけれども、第１回というんですか、当初予算では33件、

申請上がっております。助成金額にして473万円という、ほぼ満額に達しております。それ

で、これからどうなるかということですけれども、21年度には月平均10件以上ありました。

ところが、この当初で今のところ月８件ぐらいの申請となっております。ですから、その辺

で大分落ち込みがあるのではないかと思います。ですから、300万これから補正をいただけ

れば、頑張っていきたいと思っております。 

○議長（増田 清君） 観光交流課長。 

○観光交流課長（山田吉利君） 観光のほうにつきましては２点ほど質問をいただいたかと思

います。 

  まず、今回の補正で1,200万円以上ということで、観光振興の部分つけさせていただいた

わけですが、観光の方向づけというご質問だったと思います。特に今回につきましては、当

然補正ですので、ある程度緊急性を持って具体的な事業ということで、観光協会、旅館さん

等と急遽協議をいたしまして、何が一番効果的かということで、まず目標は滞在促進という

ことで、旅館さんといいますか、宿泊客をとにかく具体的な数字で新規に増やそうという目

標があります。その中で観光協会の補助金が1,160万円ということでついているわけですけ

れども、まず、大きく３つに分かれております。 

  まず１点目が宿泊客のプレゼント事業ということで300万円、これはイセエビを１キロと

いうことで、ある程度インパクトのある数字ですけれども、これを500名様に旅館さんのイ

セエビクーポンという名前、まだ仮名なんですけれども、クーポン券を観光協会のほうから
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買っていただいて、それで支払いをしていただくような、買っていただいた方については月

１回程度、郵送になりますけれどもお送りするというようなことで、宿泊のインパクトを高

めようということを実験的にやってみようかという話になりました。確実に500名は、あっ

と言う間に行くと思うんですけれども、これについては、やはりイセエビというのはかなり、

例えばサザエとかいろいろありますけれども、都会の方にとっては非常に興味のあるところ

だろうかなというふうに思っています。 

  もう一つ目玉としたいのは、これはもちろん行政、観光協会だけではできることではあり

ませんが、誘客推進事業ということで、特に水仙まつりを重点的にということで、ＪＲ東日

本さんと伊豆急行さんの協力を得まして、団体の臨時列車、団臨と言うそうですけれども、

宿泊付きのものを２回、とりあえず１月15、16は大体決まっております。もう１本がまだ電

車の都合といいますか、確実に日程は決まっておりませんが、団体で黒船電車がこの10月、

12月で、車でいえば車検みたいなものですけれども、３カ月ほどかけてリニューアルを含め

てということで、その初お目見えで、イベントからみで電車を走らせていただこうと。要す

るに15日土曜日に下田へ東京から来ていただいて、翌日16日に帰っていただくと。要するに

貸切電車ですね。400名弱のお客様が満員になれば乗ることができます。その中で観光協の

方々と一体となって下田のことを知ってもらうためのいろいろなゲーム等、中での車内のイ

ベント等も考えながら、またリピーターとなっていただけるようないろいろなオプショナル

ツアーも用意してということでやってみたいなというふうに考えております。これにつきま

しては、この電車がもう少し中味の内容ですけれども、形は変えられませんので、リニュー

アルするということですので、それの電車のファンの方もたくさんいらっしゃいますので、

これをまず１つやってみたいと。 

  もう１件につきましては、うまくいけば黒船電車ではなくて、ＪＲの車両、希望としては

スーパービュー等貸し切りをしたかったんですが、なかなかそれは難しいということで、何

らの形で電車を確保し、土日の１泊２日の商品をつくると。これについては、ＪＲさんのほ

うのツアーとしてＪＲさんにＰＲと募集をしていただくと、そういうことでやっていきたい。

市観光協会のほうの地元のＰＲですとなかなか首都圏の方は集められないということで、Ｊ

Ｒさんのほうでの商品として発売していただくというふうに考えております。 

  もう１点、金額的には少ないんですけれども、この２点についてのＰＲ、他の事業につい

てのＰＲということで、メディアキャラバン事業ということで110万円ほど補助金として観

光協会のほうに出させていただきたいというふうに考えております。300万と750万とＰＲ関
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係予算が110万ということで1,160万円になっております。 

  その他ＰＲ関係で、この予算書のほうに少し散らばっておりますが、写真コンテストやパ

ンフレット等の作成、それから、ＩＫＣさんで今下田特別版といいますか、単独で下田の番

組がつくられていないという状況です。予算の関係もあるんですが、そういうことですので、

１本下田の特別版、下田だけのものをつくっていただこうということで考えております。そ

ういう部分を含めますと、1,275万円という金額が今回の観光活性化という意味での予算と

なっております。 

  それから、もう１点、トイレの関係ですけれども、今考えておりますのは町なか、今まで

は海水浴場ですか、ここ数年といいますか、ここ最近は海水浴場のほうのトイレに力を注い

できたということで、海水浴場のトイレ自体も老朽化が進みつつあるんですけれども、町な

かのまち歩きを今後観光の方向性としてやっていこうという方針が市長のほうもお持ちです

ので、そういう意味で、まずまち歩きに適した、観光地はトイレが非常にポイントになって

きますので、今回はまず第１として、文化会館前の手水所ですか、それが今新しくできたス

ルガ銀行の前に木造のトイレがありますが、男女が一緒ということと非常に老朽化が進んで

いるということで、あそこを建てかえるということで考えております。まち歩きをしていた

だく、ちょうどまいまい通りが一番多く人が行き来するところ、ペリーロードに向かって歩

いていく方、帰られる方ということで利用度が多いですので、その辺をやっていければなと

いうふうに考えております。それが来年度の事業ということで、今年度設計業務委託をしま

して、観光施設の整備推進事業を来年度で県の補助を半分仰ぐという形でやっていきたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） 建設課長。 

○建設課長（井出秀成君） 都市計画関連の関係なんですけれども、今回の補正につきまして

は、都市計画区域内の都市施設及び容積率の変更に関連するものです。あわせて、議員さん

のほうからは稲梓地域の関連はどうなるんだというご質問なんですけれども、以前に、平成

17年前後に伊豆縦貫が来るからということで、じゃ、稲梓地域も都市計画区域の拡大の議論

に入ったほうがいいだろうということで、６回ほど地域に入っております。ただ、そのとき

につきましては、伊豆縦貫道がまだ余りよく見えていない、どこに来るのかもよくわからな

いと、そういうのが１点、それから、都市計画税が新たにかかると、それが２点目、もう１

点、建築確認上の接道要件の問題、大きく３つの中で議論はあったんですけれども、今の議
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論するときではないということで先送りになっています。 

  私の立場ですと、都市計画区域内の都市施設といいますと、道路、下水道、公園、その３

つがメーンになろうかと思いますけれども、そういった視点で区域拡大という議論にならざ

るを得ません。議員さんのように別の視点で、学校であるとか住宅であるとか、そういった

視点の中で稲梓地区の発展はどうあるべきなんだということの議論を別の視点で見る必要は

あると思いますけれども、現時点ではそのような状況であるということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（増田 清君） １番。 

○１番（沢登英信君） 市民税のほうは見込みの計算上の問題であって、具体的に特別な納税

者云々ということではないと、こういう理解をさせていただきたいと思います。 

  それから、新たに南豆衛生プラント組合の、５ページですが、プラント組合の負担金の精

算分ということで551万8,000円、500万内外のお金が返還されてくると。これについてはど

ういうことであったのかお尋ねしたいと思います。 

  それから、繰り返しになりますけれども、保育所の広域入所はいつからやられて、延べ何

人ぐらいがどこの保育所の対象になっているのかということがわかりましたら、あわせてご

報告をいただきたいと思います。 

  それから、ふるさと応援基金あるいはふるさと応援の寄附金でございますが、私が思い出

すのは神谷ち恵さんの遺言執行者は、大変3,000万というような寄附金をいただくというよ

うな経過が下田市にもあるわけです。ふるさと便りだとか、かつてリメンバー下田というよ

うな、下田出身者とまちとのつながりを意識的に強めていくという取り組みがあったかと思

いますが、これらの取り組みと、このふるさと応援基金、寄附金との関連でしょうか、そう

いうものはご検討がされないのかどうなのか、再度お尋ねしたいと思います。 

  それから、白浜漁港のご回答をいただいたんですが、理解が不十分でございますので再度

お尋ねしたいと思いますが、平成14年度から23年度までの計画をされてきたと。ところが、

22年度においてその仕組みが交付金に変わったと。したがって計画をつくり直すんだと、こ

ういうことのようですが、21年から23年までの計画をこれをさらに延ばして、３年ないし５

年の計画に延長して計画をつくるという、こういう答弁をされたんでしょうか。それとも、

23年度でこの事業計画は終わるんだけれども、新たに３年から５年の再度の事業計画をつく

るための設計予算なのか、こういう点を、理解が私不十分なものですから、どういう答弁を

されたのか再度お尋ねしたいと思います。 
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  それから、公衆トイレの件ですが、市内まち歩きのためにトイレを改修するんだと、この

ような発言かと思いますが、トイレは改修するというよりも、きっちりと衛生的に維持管理

をするということが非常に大切だと思うわけです。ただ単に見ばえだけをつくりかえるとい

うことではなくて、まちづくりのポイントとしてこの２つのトイレは既に町なかに定着して

きていると思うわけです。むしろ日常の管理をきっちりどうするかということが必要であり

まして、トイレの数からいっても、団体客やまち歩きの人が伴ってくれば２カ所で足りると

いうことではないと思いますし、どこにトイレがあるのかということもなかなか観光客の

方々は知らないということだと思うわけです。そうすれば、公共施設や民間の観光にかかわ

っている業者の人たちに、トイレをお客さんに貸せるというようなシステムをつくり上げて、

市内のご協力をいただくと、こういうことのためにお金を費やすべきではないか。ソフトの

面にお金をきっちり費やして、観光客の皆さんと心が通い合うような、そういうまちづくり

をすべきではないのかと。ただ単に海水浴場のほうのトイレが一定整備されたから、町なか

だというような発想では不十分ではないかというような気がいたします。ぜひともこの改修

計画は、そういう点からの見直しが必要ではないかと、意見を含めて再度質問をさせていた

だきたいと思います。 

○議長（増田 清君） 質問者にお願い申し上げます。ここで休憩したいと思いますが、よろ

しいですか。 

○１番（沢登英信君） はい、結構です。 

○議長（増田 清君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ２時２６分休憩 

──────────── 

午後 ２時３６分再開 

○議長（増田 清君） 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

  １番、沢登英信君の質疑を続けます。 

  当局の答弁を求めます。 

  環境対策課長。 

○環境対策課長（藤井睦郎君） 最初に、歳入のほうで、私のほうの、南豆衛生プラント組合

の負担金精算分の551万8,000円の補正の件でございますが、これは南豆衛生プラント組合の

21年度決算に伴いまして精算金として負担金の分について繰越分を551万8,000円、補正でい

ただくものでございます。これは、歳入が２億3,050万4,000円、また、歳出が２億1,876万
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4,000円で、差し引き1,173万9,000円に対して、当初予算300万の繰越金を予定しておりまし

たので、差し引いて873万9,000円について、南と下田と均等割、また、実績割で分けた部分

の中の551万8,000円が補正となるものでございます。 

  また、不用額になった要因につきましては、汚泥の搬入の減等によりまして、薬品の使用

料が減とか電気料の単価の予算の見込みが安くなったとかいうような原因によりまして、こ

れだけの1,173万9,000円の不用額が出たものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（増田 清君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（名高義彦君） 先ほどの保育所の広域入所の関係でございますが、これは児

童福祉法の中に規定がございまして、地方公共団体の相互連絡をというようなことで、そう

いう保育の必要のある子については自治体間で連絡調整しなさいよというようなことがござ

います。それに基づいて下田市保育所広域入所実施要綱というものを定めました。これは昨

年定めております。そういうことから昨年から実施になったわけでございます。 

  それで、昨年の実施につきましては、下田保育所に松崎町から２歳のお子様１人、４歳の

お子様が２人、第３保育所に河津町から２歳のお子様１人ということで、合計４人が大体８

カ月から９カ月通っておりました。 

  以上でございます。 

○議長（増田 清君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（糸賀秀穂君） ふるさと応援基金に関連しまして、以前実施しておりました

下田市出身者等をつなぐリメンバー下田、こういったような取り組みについてどうだろうと

いうご提案とご質問でございます。 

  ふるさと応援につきましては、ふるさと応援寄附条例という条例を平成20年に制定いたし

まして、下田を愛して応援しようとする個人から寄せられる寄附金を下田のまちづくりのた

めに使いたいという趣旨で制定しましたものでございますけれども、その中でのふるさと応

援基金につきまして、現状、ふるさと応援基金への寄附というのが60万円程度、平成22年３

月で、要するに平成21年度末現在で61万5,000円の現在高という形になっております。当初

考えていた金額よりも余り伸びていないということでございますけれども、ただ、寄附をい

ただくためにリメンバー下田のようなきずなをつないでいくような取り組みをしていくとい

うことは、逆じゃないかというように考えております。むしろ日常的に下田出身者あるいは

下田ゆかりの方、下田を愛して応援してくれようとする方と交流のきずなをどうつなげてい
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くかというところの取り組みが必要になるということで、それについてはホームページで下

田の現状を発信したり、さまざまなメディアを通じて下田の姿を知っていただくという中で、

下田というふるさと、あるいは下田というまちを思っていただくような、そういったような

取り組みが必要ではないかというふうに考えております。 

  なかなか寄附を募るためのいろいろな手立てというのは、ほかの自治体の例ですと、寄附

金をちょうだいしたらその見返りとして特産物を贈るとかあるいは下田への割引クーポン券

を贈るとか、そういったような取り組みをしているところもあるというふうに聞いておりま

すけれども、純粋な形でいけば、そういったものは、要するにおまけはつけないで、本当に

下田を思ってくれている方に対して寄附を募って、下田のまちづくりのために応援していた

だきたいという、そういう形が一番純粋な形じゃないかというふうに考えておりますので、

今後さらに、下田と下田を離れた方あるいは下田を愛してくれている方との交流のきずなを

どう太く絡めていくかということは課題でございますけれども、工夫を重ねながら対応して

まいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（増田 清君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（増田徳二君） 白浜の委託でございます。水産基盤整備計画、これは平成14

年から平成23年度までの計画でございます。ただ、白浜につきましては、現在22年度ですけ

れども、かなりの事業が残っております。23年度で、単年度で終わるような事業計画ではあ

りませんので、平成22年度に交付金から変わりますので、単年度でも計画を立て直さなくち

ゃいけないということはありますもので、地元の負担金もありますものですから、現在の計

画の中でも特に地元が要望するもの等を精査していきたいということでございます。 

○議長（増田 清君） 観光交流課長。 

○観光交流課長（山田吉利君） 沢登議員からのトイレの関係で再質問でございました。町な

かのトイレということで、原則としては、現状は市のほうで臨時の方を雇用して清掃してい

るということで、当然トイレというのはつくればいいというものではありませんので、常に

きれいにしておかなきゃならないということは、これはご指摘のとおりですので、当然つく

った暁にはそういったものはさらにやっていかなきゃならないのかなというふうに思います。 

  そして、単純に市がつくるトイレだけでは数が足りない、サービス低下だよということで、

市民の、これはあれですか、個人のお宅のトイレを貸すようなご協力をということでしょう

か。この辺については、それぞれのお宅のトイレというのがどこの辺にあるかということも
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いろいろな条件があるでしょうから、これは市から一方的にお願いするというわけにもいか

ないと思いますので、基本的な考えの中にまちの駅という考え方、前に一般質問等でも出た

と思いますけれども、お客様への対応や情報提供、トイレも含めた部分のサービス提供とい

うことで、ある程度自主的に手を挙げていただいたところ、そういったところの方々も一部

そういうやってみたいというところもあるように聞いておりますので、会議所やそういった

商店街の方々ともご相談して、市はサポート的な役割になりますけれどもご協力をお願いし

ながら、そういうところが一つでも増えれぱいいのかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） １番、３回目です。 

○１番（沢登英信君） トイレの件について、ぜひとも検討し直していただきたい。 

  それから、清掃が行き届いていないということではなくて、落書きがされたりドアのノブ

が壊れていたり、ドアそのものが腐っていたり、そういう改修、修理をしていくということ

と清掃がマッチしていなきゃならないと思うわけです。清掃のほうは、毎日なり３日に１度

なり、ちゃんと定期的にやられていると思いますが、施設整備はほとんどされていないとい

うような現状ではないかと思うわけです。ですから、そういう点にむしろ市の経費を割いて

いただきたい、使っていただきたい、こう思うわけです。 

  以上で終わります。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ございませんか。 

  10番。 

○１０番（大黒孝行君） ２点ばかりお願いします。 

  総務のほうの923事業で地上デジタル放送、100％国の補助金ですか、それでやる無線シス

テム普及支援事業、ちょっと事業の内容が聞き取りにくかったもので、もう一度説明をいた

だきます。 

  それから、29ページの在宅老人援護事業、老人日常生活用具費、これの内容等をお願いし

ます。 

○議長（増田 清君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（糸賀秀穂君） 地上デジタルテレビ放送受信のための共聴施設の改修に対す

る補助金、無線システム普及支援事業ということでございまして、今回442万円、これは補

助金を使っての10割補助事業でございます。これは、今、市内に共聴テレビ組合というのは

何カ所かあるわけですけれども、平成23年（2011年）７月24日で完全移行という形になりま
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して、それまでにテレビの受信がしっかりと対応できるような形にしていかなければならな

いということで、今回、横川テレビ視聴者組合から下大沢テレビ組合、この改修を進めると

いうことで、横川につきましては現在27世帯加入しているんですが、総事業費422万1,000円

のうち２分の１国庫補助ということで211万円、下大沢につきましては24世帯加入で462万円

の事業費の半分231万円の国庫補助が出るということでございます。残りの２分の１につき

ましては、ＮＨＫのほうから直接補助という形でその団体に補助されますので、実際の世帯

負担という形になりますと、約7,000円程度の世帯のご負担で地上デジタルテレビ放送の受

信が可能になるというふうに考えています。 

  またさらに、今後、共聴組合に入っていない個人のご家庭で電波受信ができないようなと

ころが予想されますので、そういったものの対応につきましては現在調査を進めております。

またさらに、10月４日から８日、10月18日から22日までの合計10日間、アナログテレビの放

送終了までの対応ということで相談会を市役所のほうで設けるスケジュールを予定しており

まして、できるだけ漏れのないような対応を図ってまいりたいということで、自治体、総務

省あるいは民間一体となって取り組んでまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（増田 清君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（清水裕三君） 在宅老人援護事業の件です。内容は、在宅生活安心システム、

利用システムの緊急通報システムです。昨年経済対策で予算を補正していただきまして、当

初予算と合わせて93台増設しました。それで、そのときに大々的に宣伝して、民生委員さん

にお願いして、ひとり暮らし老人のところを回ってもらいました。現在151台の、在宅老人

にこういう緊急システムが動いております。この４月に消防署のほうがひとり暮らし老人を

訪問しまして、そのときに、こういうシステムがありますよということで宣伝をしまして、

一度、全部の要望に沿って151台の機械を据えたんですけれども、それから７月の補正の締

め切りの段階で16人の待機がありました。このままいきますと、16人ということは、予算が

つかなければ２年ぐらい待ってもらうような話になりますので、今回補正をお願いしました。

この段階で、７月の段階で16人で、現在８月末段階で21人、ですから５人も増えております。

それは施設に入ったりお亡くなりになったりした場合、１回オーバーホールしてそれをまた

次の方へ回しますので、今年度は何とか足りるのかなと思っております。ですから、今回の

予算は16台掛ける15万7,500円、その分の252万ですか、そういう予算になっております。 
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  以上です。 

○議長（増田 清君） 10番。 

○１０番（大黒孝行君） ただいまの安全システムの緊急通信のあれですが、151台を丸々一

般財源となっていますが、財源措置は一般財源でいいんですか。何がしかのあれがあるか、

後で答えてもらって、それから、昨年、当初は経済対策として組み込んだものが151台あっ

て、本年度の７月補正で16台待機者がいた、今現在21台の待機者になっているということで、

16台分が今年度９月の補正に出てきたと、こういうことですが、21から16を引くと、あと５

台か、結構高価なものですが、今聞くと、次の人にもまた渡せるような格好で、なおかつ消

防署の署員さんが連絡をとって、こんな来たようなていたらくと言ったらいいのかどうかわ

からぬけれども、そういう部分のものですから、しっかり対応していただきたいし、５台分、

何とかやって、既に申し込みのある方は何がしかの生活の不安を感じてひとり暮らしをされ

ておらっしゃって、すぐに都合ができて安心で救急車に来ていただける、そういうシステム

なもので、予算の問題とその部分の当局の考えをお聞かせください。 

  それから、デジタルのほうは、ＮＨＫが協賛して共聴アンテナをつくったという部分に関

しての補助が国から２分の１、ＮＨＫから２分の１で、100％出ると、こういうシステムで

今後下田市にはどのくらいのこういうあれがあるのか、そして、今、ケーブルテレビなんか

接続している部分に関してのこういう対応はあるのか、それから、デジタルの普及率はどれ

ぐらいの把握をしているか、今後調査をされるということですが、その辺がわかっていれば

お聞かせください。 

  以上。 

○議長（増田 清君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（清水裕三君） 緊急通報システムすべて一般財源となっています。それで、

先ほどの年間に取り外される方、例えば施設に入ってしまったとか亡くなってしまった、昨

年18人おりました。それで、先ほど151台ありますと言ったんですけれども、平成９年から

の古い機械がございます。それが36台、これはカドミを使っておりまして次に使えない、で

すから、もし外すといったら廃棄しています。ですから18人いた、統計的にですけれども、

今年どうなるかわからないですけれども、18人あっても、その中に多分古い機械が大分ある

だろうということですから、でも、５台ぐらいのあきは出ると思っていますので、今の21人

は今年度中に対応できると思っております。 

  以上です。 
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○議長（増田 清君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（糸賀秀穂君） 地デジ関係のご質問ですけれども、これはＮＨＫが設置した

受信施設ということではなくて、現在、ケーブルテレビを含めて共聴組合というのが市内に

22団体、国のほうで把握している団体がございますけれども、そのうちの18団体につきまし

ては整備が済んでいる状況になっています。残りの団体のうち、今回の補正で、先ほど申し

上げました横川と下大沢という２団体になりまして、あと田牛の地区の団体、これが似たよ

うになっていますけれども、これについても現在調査を進めておりますので、今後対応して

いく形になるというふうに理解しております。 

  それで、デジタルテレビの普及率ということでございますけれども、申しわけございませ

ん、下田市内の普及率というものについての調査を市のほうでやっておりませんので、どの

程度になっているのかわかりませんが、国のほうの全国的な傾向によりますと、それほど思

っているほどまだ進んでいないので、これから自治体を含めて推進していくように、特に公

共施設のデジタル放送については、本年12月末までには完了するようにという、そういう国

のほうの指導が参っておりますので、それらの対応について今後内部検討してまいりたいと

いうふうに思います。 

○議長（増田 清君） 10番、３回目です。 

○１０番（大黒孝行君） 在宅老人援護事業はよくわかりました。そういうことであるのなら、

ぜひともそういう格好で大体の皆さんにつけていただけるようにお願いいたします。 

  もう一つ、システムの今の地デジの問題ですが、それがいつも電算処理総務費の中に組み

込まれているというのが、よう理解できないんですが、その辺をもう一度お聞かせください。 

  それから、老人福祉総務費の中の老人日常生活用具費、ちょっと委員会が外れたものでわ

からなかったんですが、この事業に関する当初予算は幾らだったのかお聞かせをください。 

  以上。 

○議長（増田 清君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（糸賀秀穂君） まず、予算措置の関係でございますけれども、地上デジタル

放送の普及促進の所管が企画財政課の電算管理業務担当のほうでやっております。というこ

とで、予算措置が企画財政課のほうの情報政策の電算処理総務という形になっているもので

ございます。 

○議長（増田 清君） 福祉事務所長、答弁できますか。 

  福祉事務所長。 
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○福祉事務所長（清水裕三君） 当初予算ですか、扶助費の中ですので、１台5,250円の１年

に１回の点検料とか、そういうことでありましたので、当初の台数は３台、あとは先ほど言

いましたように、取り外してオーバーホールをするのが４万5,000円に消費税がかかります

ので、そういうのがありますので、新しい機械については３台分だけです。ですから15万

7,500円の３台分です。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ありませんか。 

  ８番。 

○８番（土屋 忍君） １点だけですけれども、健康増進課関係で介護保険施設等対策事業ス

プリンクラー設備整備補助金というので522万円ということで、先ほど説明聞いていました

ら小規模な下田市内の施設１施設に10割補助で補助金がというお話があったんですけれども、

下田市内小規模施設ということですけれども、これについてはまだ、ここの施設がどうなの

かあれですけれども、まだ市内にこういうところがたくさんあるのかないのか、ここだけで

すよということなのか、あとスプリンクラーをつける基準というんですか、どんなところで

もつけるのか、例えば何十人以上収容の場合には必要ですよという、そういう基準みたいな

ものがあるのかどうなのか、その点を教えてもらいたい。その１点だけです。 

○議長（増田 清君） 健康増進課長。 

○健康増進課長（平山廣次君） 予算の説明資料でいいますと、まず歳入でいいますと13ペー

ジ、歳出でいいますと29ページ、それぞれ介護保険施設等対策事業費ということで522万円

載ってございます。これにつきまして、まず18年1月に発生しました認知症の高齢者グルー

プホームにおける火災事故、これを受けまして、総務省消防庁より19年６月に消防法施行令

及び省施行規則が改正されております。これにより21年４月より、自力避難困難な人が入所

する社会福祉施設に対し、消防用設置等の設置基準が強化されました。これで、基準なんで

すが、その基準が275平方メートル以上の防火対象物にはスプリンクラーの設置が必要とな

っております。 

  次に、下田に該当する施設でございますが、今年実施する施設につきましてはケアビレッ

ジ下田、ここを実施します。これ、２カ年にわたってやりますので、今年はケアビレッジ下

田、翌年はケアビレッジ須崎を想定しておりまして、この２つになります。 

  以上でございます。 

○議長（増田 清君） いいですか。 

  ８番。 
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○８番（土屋 忍君） ちょっと聞き逃しちゃって、何平米以上と言っていましたっけ。 

○議長（増田 清君） 健康増進課長。 

○健康増進課長（平山廣次君） 設置基準で申しますと、275平方メートル以上の防火対象物

にはスプリンクラー設置が必要となっております。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ございますか。 

  ４番。 

○４番（土屋雄二君） 4500番事業についてお伺いいたします。 

  土地の境界というのは双方が出資して決めるというのが民法上の法文だと思いますが、30

年ぐらい前からずっと５年ぐらい前かな、集中改革プランが始まる前まで、境界ぐい代とい

うのは無償提供で市がやってきたわけなんですけれども、集中改革プラン以降、今回は在庫

がなくなったから63万8,000円で仕入れてということだと思うんですけれども、一般のお客

様も、登記法の改正によりまして３年ほど前から分筆する場合等全筆確定をして、面積が合

わないときは地積更正をするというようなことで、当時５本ぐらいのくいで、市のくいが、

赤線、青線、市有地に接するくいが、それが３倍ぐらいにきっとなっていると思うんですけ

れども、その辺についてどうなっているか現況をお願いいたします。 

○議長（増田 清君） 建設課長。 

○建設課長（井出秀成君） 議員さんも土地家屋調査士の仕事をされておりますので、よくご

存じだと思うんですけれども、ご質問のとおりでございます。道路、河川の土地に接する方

から、土地利用の関係で境界の確認の申請をされるということで、確定した場合に、官地の

ところに下田市のくいあるいはプレートをつけるということで、設置本数が予算上非常に不

足しましたので、それをしっかりしていかなきゃいけないということで今回補正しています。 

  今回、何で多いかというのが、実は須崎と外浦の間に練馬区さんの所有する学園の土地が

ありまして、その土地の境界の確定の作業をしています。非常に広大な土地で、道路、河川

の接する部分が大きいので、そこで大きく使用されますけれども、そのほか別の部分でも、

先ほどおっしゃったように、しっかりくいを立てなければいけないということで、不足気味

ですので今回補正させていただいていると。物は無償で、申しわけないけれども設置費用は

申請者側で設置していただいています。境界ぐいは無料で、こちらで提供させていただいて

います。 

  以上でございます。 
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○議長（増田 清君） ほかに。 

  ５番。 

○５番（鈴木 敬君） 幾つか質問したいことがあったんですが、大概言われてしまったので、

残っているのを幾つか質問します。 

  まず、6701番ですか、静岡県市町村対抗駅伝大会補助金15万円というのがあるんですが、

これ、以前に私、町なかで体協の会長さんとばったり出くわしましたら早速言われまして、

市を代表して市町村駅伝大会に出ているんだけれども市からの補助がほとんどない、ユニホ

ーム代だとか遠征費、みんな自分たちで負担しているんだというふうなことで、何とかなら

ないかというふうなことを言われまして、今回15万円の補正が出てきたんですが、この15万

円が多いのか少ないのか、僕はちょっと判断がつきません。これが市町村駅伝大会に対する

全部の補助金ですか、それとも今まで幾らかがあって、それに追加して15万足したというこ

となんですか。そこら辺のところ、これがどういうふうな内容の追加の補助金なのかという、

これで十分な市町村駅伝に市から代表を送り出すということができるのがどうなのかについ

てお聞かせください。 

  それと、観光のことを聞かなければならないんですが、これまで市は金がない、金がない

という中で1,240万ですか、観光協会に対する補助金をしてということはすごくよいことだ

と思います。ただ、私から率直な感想からいえば、これは目先の喫緊のこととしては必要か

もわかりませんが、目先の対策だけであって、ばらまきに近いものであると思います。それ

なりの効果は観光課としても、費用対効果というのは市長がいつもおっしゃっていることで

すから、これだけのお金でどれだけの効果があるのかということは十分に算出していると思

いますが、しっかりやっていただきたいと思います。 

  それと、公衆トイレのことなんですけれども、これが150万で設計するんですけれども、

これがどんなふうなトイレにするのかという、このトイレ計画が、先ほどの中でも出ていま

したが、第４次総合計画の中のことも関連しているということでして、第４次総合計画です

と10年間にわたって総額の費用がすごいですよね。19億6,650万円ですか、市内のトイレを

整備していくというふうに書いてあるんですが、これ、全体計画というのはどういうふうな

もので、どういうイメージでやろうとするのか、その中で今回のはどういうふうにやってい

くのかということを少し教えていただきたいんですが、というのは、私の個人的なアイデア

としては、市内にもし常に一つずつつくっていくんだとしたら、できるだけ空き店舗を利用

してください。空き店舗を何とか、その中にトイレとあとまちの駅的な、そういう人が集ま
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れるような、情報も提供できるような、そういうものをつくってほしいと。そういうものを

するのであれば、これだと一つのトイレに1,995万というふうな予算を設定してありますが、

そういうふうな空き店舗を利用していけば、トイレをつくるだけたったらそんなにはかから

ないと。10年間の家賃補助でも、総合しても2,000万までかからないんじゃないかと。よっ

ぽど効率的な商店街対策にもなるんじゃないかというふうに思いますが、そういうふうな形

で、現実的にまちをもっと活用できるような形でトイレをつくっていくというふうなことが

考えられないのか。そこら辺のところ、市がどのようなトイレの改修全体計画をつくってい

くのか、その中で今回どういうふうなトイレの改修をしようとするのか、そこら辺をお聞か

せください。 

  それと、今回のとにかく補正予算の一番大きな点は、歳入のほうで交付税と繰越金で６億

円ほどの大きな金があって、財政調整基金に３億7,000万、庁舎基金に１億円積み立てると

いうふうなことです。これはどういうふうなことなのか、財政が若干でも余裕が出てきてい

るのか、もしそのように財政が幾らかでも、これが全部余っている金ではない、必要な金は

いっぱいあるというふうなことはわかりますが、幾らかでも、もし余裕があるのであれば、

私が前々回の一般質問でも言いましたが、今、喫緊の問題として南豆製氷の建物、あれをど

うするのかということがまだ問われています。そのときには、市長のほうから、金がないか

らというように言われました。金がないから、でも、財政調整基金、今回３億7,000万で、

22年度末には３億2,000万、合わせて約７億ぐらいの財政調整基金が積み立てられることに

なります。庁舎建設基金は２億ですか、このような財政状況の中で、なおかつあの建物を１

億なりで購入することができないとしたら、どのような理由があるのか。一つには、オーナ

ーのほうの意向があるのかもわかりませんが、オーナーのほうは以前登録文化財、有形文化

財の指定を解除してほしいというふうな申し出があったと。それに沿って市も動いたという

ふうなところまでは聞いておりますが、そこから先どうなったのか。今年に入って、オーナ

ーのほうの要望だということで、ある議員から要望書というのを出してほしいというふうな

ことを言われまして、要望書というのは何なのかよくわかりませんが、とにかく残したいの

であれば要望書を出してほしいというふうなことで、私としてもオーナーの気持ち等がいま

一つよくわかりませんので態度を保留したようなことがありますが、そのような要望書、何

人かの議員さんが出されたというふうにも聞いていますが、そのようなのが、オーナーの現

在の南豆製氷に対する態度にも影響しているのか。現在、あの建物に対してオーナーはどの

ように思っているのか、そこら辺が担当課としてわかりましたら教えてほしいと思います。 
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  もう１点、建設課長にお聞きしたいんですが、景観条例というものがつくられました。下

田市の景観条例の一番の目玉というのが下田市まち遺産です。まち遺産をどのように下田市

に残していくのか、また新たに発掘していくのか、それに基づいて下田市の景観をどのよう

につくっていくのか、それによって下田市の観光的なオリジナリティー、特異性をどういう

ふうにつくっていくのかということが、大きな景観条例の意図でもあると思います。まち遺

産ということであれば、有形登録文化財としての南豆製氷というのは、大きな価値、内容を

持っていると思いますが、それについて現在の財政状態も加味して、建設課長としてどのよ

うに思っていらっしゃるのか、ご意見があったらお聞かせください。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（前田眞理君） 私のほうから、静岡県の市町対抗駅伝競走大会の補助金につ

きまして説明のほうをさせていただきたいと思います。 

  今回15万円の補正を今要求させていただいております。当初予算で85万円既についてござ

いまして、15万円上乗せすることによって100万円の補助金になるようになっております。

これに対しまして多いか少ないかということでございますけれども、決して多い額ではない

と。これは近隣を見ますと、100万円台には今回乗るわけですけれども、近隣の市町でも多

いところ、南伊豆で200万円、今年度から補助金として執行するようでございます。それか

ら、今私、昨年10回大会の収支決算書を持っておりますけれども、陸協の方たちにお願いし

て役員さんをやっていただいております。そういった方たちの選手のユニホーム、役員さん

たちのウインドブレーカー、これにつきましては、少なくとも昨年は85万円の経費の中から

支出はされております。今年度も、今月から週２回の練習が既に始まっております。近年に

ないほど多くの子供さんたちの参加をいただきまして、今、猛特訓を熱いグラウンドの中で

皆さん本当に額に汗をだらだら流しながらやっていただいている状況でございます。10月後

半から11月にかけましては、夜の訓練だけですと目がなれないということもありまして、昼

間土日の練習を増やしていきたいというふうに考えております。 

  今回の15万円の補正の内容でございますけれども、今まで選手それから役員の方、金曜日

に出て、土曜日に大会があるわけです。１泊２日で静岡のほうに行っていただきますけれど

も、その日当が支出されていなかったものですから、主に日当代ということで今回は要求さ

せていただいております。 

  それから、南豆製氷の登録有形文化財としての担当課でございますけれども、今、議員さ
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んがおっしゃった、私も情報としましては大変申しわけないんですけれども、その辺しか現

在わかっておりませんので、大変申しわけございませんけれども、私のほうからはお答えす

ることが、議員さんの疑問をクリアするようなお答えができなくて申しわけないと思います

けれども、以上でございます。 

○議長（増田 清君） 観光交流課長。 

○観光交流課長（山田吉利君） トイレの件で、第４次総合計画の中に確かに10年間というこ

とで、毎年１カ所程度、実施設計委託、翌年に建設ということで上げさせていただいてあり

ます。完全に10カ所確定しているということではありませんけれども、主にとりあえず重点

的にまち歩きの拠点となるような町なかのペリーロードのあたりとか、いろいろあじさい祭

り等で苦情といいますか、そういったものもいただいております、向こうの保安部側のほう

の公園下のトイレとか、その辺をまずは優先的にやっていこうかなということ、観光として

やるからには、観光施設として成り立たなきゃならないわけで、ただ単純にまちの中という

こともいきませんので、その辺については精査しながら選んでいくのかなというふうに考え

ております。当然海水浴場のほうも相当たっているところもございますので、その辺もうま

く順番をつけながら、きれいなトイレ、お客さんに評判のいいトイレとして、下田がトイレ

のきれいなまちだよというふうななることを目指していきたいというふうに思っています。 

  それで、空き店舗の利用ということでございますけれども、これ、非常に難しい面もある

と思います。もちろん土地の提供等をしていただければありがたいんですが、当然借地料や

所有の問題がありまして、基本的に建てるときには県のほうでもしっかりした賃貸借、使用

貸借を結んでくださいと。そういったトラブルが過去に、県の補助事業でやった土地につい

て問題があったということもあったようです。かなりその辺が土地の所有について厳しくな

っておりますので、その辺は完全に市有地になるとか、その後、途中で所有者がかわってト

イレを移動しなきゃならなくなったとか、そういう問題も発生しかねませんので、その辺は

お考えのことは非常によくわかります。空き家、空き店舗については有効利用と考えれば、

まちの中に皆さんが使いやすいトイレがあるということは非常に有効なことだと思っており

ますので、その辺についてはしっかりした土地の貸借なり、一番いいのは市に寄附してくれ

るとか、その土地をですね。そういった有利な条件があれば考えていくことは可能かなとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） 企画財政課長。 
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○企画財政課長（糸賀秀穂君） 今回の補正の特徴としまして、交付税、繰越金の増額に伴う

財政調整基金の積み立てということでございますけれども、交付税については３億1,461万

7,000円の補正、繰越金については３億617万3,000円ということでございまして、ただ、交

付税につきましては、ルール上の財調への積み立てということで、繰越金の２分の１以上と

いうことで１億9,400万円積ませていただきます。さらに、下水道の利息の軽減分、これ800

万円、これも内部的なルールということで財調に積ませていただくということ、さらに、補

償金免除繰上償還の借りかえの利率の確定に伴う256万4,000円、これについても、はっきり

と足跡がわかるように財調に積むということで、残りの１億7,200万円につきましては、今

回の補正の歳入歳出の差額について、財政調整基金に積み立てておくことが望ましいという

判断で積ませていただいたものでございまして、これが決して将来の市の行政執行の財政的

な余裕になって、さまざまな施策の投資的な経費として回っていくというふうには理解して

おりません。ということは、今おっしゃったとおり、非常に長期の景気低迷が続いておりま

して、これから税収の確保がどういう形になっていくのか、あるいは新たな需要がどう変化

していくのか、そういうことも考えなければならないということで、財政調整基金に積める

ことができるのであればとりあえず積んで、その辺の財政的な裏づけを今後確かなものにし

いきたいということでございます。 

  さらに、こういったような財源が生まれてきたので、それを南豆製氷との関係でどうなの

かというご質問でございますけれども、私の立場からは、その辺は答弁できないということ

でご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） 建設課長。 

○建設課長（井出秀成君） 南豆製氷に関連しまして、景観とまち遺産の関係ということで、

まち遺産の発掘と保存につきまして、発掘につきましては現在市民のほうに提案を呼びかけ

ていると。市民提案を受けて、まち遺産として認定していくという予定をとります。保存に

つきましては、あくまで所有者に保存していただくと。とはいいながら、なかなかまち遺産

保存も大変ですので、何らかの形で我々としてもサポートしてやっていくことで、相談であ

るとか、少しの補助金ですけれども補助制度も設けたということでサポートしていきたいと。

そのような形で発掘と保存は考えております。 

  以上でございます。 

○議長（増田 清君） ５番。 
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○５番（鈴木 敬君） トイレに関してはいろいろ難しい問題があるとも思いますが、できる

だけ市内経済というか、商店街というか、できるだけ活性化するためには、そのような方法

も有効であると。同じトイレをつくっていくのであれば、市内の空き店舗を活用していくと

いうような方法もすごく有力ではないのかというふうに思いますので、ぜひとも検討してい

ただきたいと思います。これは要望です。 

  南豆製氷に関してなんですが、所有者の意向があれから市のほうには全然何も伝わってい

ないということですか、ああしてほしい、こうしてほしいというのは。それから、私たちが

聞いているのは、文化庁まで行っていろいろお話ししたというふうなところまでは聞いてい

ますが、その後のことについて、生涯学習課、担当課としては、有形文化財の扱いに関して

は何も動いていないということなんですか。 

  それで、買う買わないというのは非常に政治的な判断で、あの建物がこれからの下田のた

めに価値があるのかどうなのか、登録有形文化財として下田の産業史的、建築史的に下田に

とって有意義なものなのか、価値のあるものなのかというふうな判断が基本になければなり

ません。どうしてもあの建物が必要であるということであれば、１億でもし買えるというこ

とであれば、今現在それが買える財政的余裕があるんじゃないか、出てきているんじゃない

かというのが私の判断で、なおかつそれが、そんなものには金は使えないんだよというので

あれば、それはまた全然別の価値基準判断ですから、それはそれでまあやむをえないものと

思います。私としては、あの建物は下田の50年、100年には必要であると。そのために、今、

もしそれだけのお金で買えるだけの余裕が出てきたのであれば絶対買うべきだ、確保してお

くべきだというふうなことです。その辺についてもう一度お考えをお聞かせください。 

○議長（増田 清君） 市長。 

○市長（石井直樹君） 補正の問題と南豆製氷と関連がわからないんですが、ご質問が出まし

たから、はっきり申し上げまして、南豆製氷の関係は過去に期限が切れて所有者にご報告に

行ったときに、ここで市は縁を切ってくださいということを言われました。ということで、

我々とすれば、市がどうこうでいつまでも引っ張るべきものじゃないということで、所有者

個人の考え方という中で文化財抹消の申請が出てきましたが、現状は県とか国の意向を聞い

て、壊した段階で抹消というような方向が出ていますので、所有者として個人的にどのよう

に考えているかというのは、若干何かいろいろ検討して、何とか下田のために生かしたいと

いう思いは持っているようでございますが、まだ明確なお答えを我々はもらっているわけで

はない。いろいろ市内のＴＭＯとか、ああいうところとのお話は民間同士でやられているよ
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うでございますので、情報は、かえってそういうほうからの情報のほうが早く入ってくるの

ではないかなというふうに思います。 

  それから、財政がこういうふうに豊かになったというわけじゃなくて、今、企画財政課長

が答弁申し上げましたような市の財政状況という中で、例えば土地を買うのに１億、あれを

また保存するのに１億とか１億5,000万とかというお金をかけると、この時期に２億とか２

億5,000万というお金を財政出動するほどの、今、市に余裕はないということでございます。 

○議長（増田 清君） いいですか。 

  ほかに質疑。 

  11番。 

○１１番（土屋誠司君） 保育所の広域入所受託事業というのは、全く新規の事業だと思いま

すから、先ほどの答弁の中で昨年からということですけれども、その中で、21年度決算の中

にこれは何も入っていないんです。これはどういうことかということと、国の保育単価でや

るということですけれども、下田市との差額というのはどのくらいなんですか。 

○議長（増田 清君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（名高義彦君） 去年からそういうふうな申し出がございまして、この要綱を

つくったのが去年でございます。今年からそういうお子さんが入ってきたというふうにご理

解いただきたいと思います。 

  そして、国の単価、これは保育の単価というものがあるわけなんですが、下田市の単価と

どういうふうに違うのかということなんですが、これにつきましては、うちのほうが、これ

については下田市の単価というものについては、総体的な保育所運営費の中から児童数、そ

ういうもので割ってみないと幾らということは言えないわけなんですが、済みません、その

差がどれだけあるかということについては今申し上げられません、申しわけないです。 

○議長（増田 清君） 11番。 

○１１番（土屋誠司君） 委員会のときまでにお願いします。 

○議長（増田 清君） ほかにございませんか。 

  ３番。 

○３番（伊藤英雄君） ６款２項観光費のことで幾つか質問させていただきたいと思います。 

  4251の観光興対策事業のうち、観光イベントサポート業務委託ということになっているん

ですが、これの委託先はどこになるのかということと、具体的な観光イベントが決まってお

れば教えてください。 
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  それから、海洋浴の里下田フォトコンテスト業務委託なんですけれども、このようなもの

は業務委託しなくても、課内でやれるんじゃないかなと。別に特に専門性を要するわけでも

ないし、業務量としてとてつもなくあるとは思えないんですが、そもそも何でこれを業務委

託にしたのか。業務委託先が決まっているなら教えてください。 

  それから、公衆トイレが文化会館前だということはわかったんですけれども、150万の設

計業務というと、建築費は大体幾らぐらい想定しているんですか。あそこは多分、下水道が

あるから浄化槽がないで、僕が今想定する金額とすれば、随分高いトイレができるんだろう

なと思ってちょっと驚いているんですが、幾らぐらいのトイレをつくるつもりで設計業務へ

150万になったのかということです。 

  それから、これまた委託先が既に決まっているようでしたら、委託先を教えてください。 

  その下の外ヶ岡交流館外壁表示板作成設置業務委託なんですが、表示板の内容ですね。ど

んなものを表示するのか。 

○議長（増田 清君） 観光交流課長。 

○観光交流課長（山田吉利君） 伊藤議員のほうから４点でしょうか、いただきました。 

  まず、イベントサポート業務については、観光協会のほうへこれは業務委託ということで

１名の職員を緊急雇用ということでお願いしたいと考えております。これは特に個別のイベ

ントということではなくて、年間を通していろいろなイベントがあります。協会のほうも、

今、観光圏の事業とかいろいろなものが入ってきておりまして、既にイベント案内とか、ふ

るさと雇用では着地型、先々日の質問ですか、あったと思いますが、そういった人間をこれ

で３人目、人数とすると、ふるさと雇用、緊急雇用合わせて３人目ということになるわけで

すけれども、せっかくの補助事業ということで来年までありますので、イベントを充実させ

たいということで、個別の「このイベント」ということではありません。年間を通じていろ

いろなイベントが当然ありますし、いろいろな事務がございますので、そういう意味で総合

的な業務、もちろんあくまでも補助ですので、この方が独立してやるということはありませ

んが、各種イベントを手伝っていただこうという内容でございます。委託先は観光協会です。 

  それから、フォトコンテストですけれども、これは確かに従来型のフォトコンテストとい

うことで考えるとそういう部分もあるのかもしれませんし、非常に手間がかかってというこ

とも逆にある面があります。今回は、昨年観光推進協議会のほうで紹介されまして、実は全

部ホームページ上でできると。要するに管理、公募をしてその作品を、今、デジタルカメラ

が当たり前の社会ですので、紙焼きではなくてホームページ上に投稿してもらうというんで



－267－ 

すか、アップするというんですか、それで応募していただくと。それをそのまま出たものを

委託先の会社、そういった会社があるんですが、そこで私どもも協会と一緒になって見るわ

けですけれども、チェックをして、ふさわしいものについてはそのまま公開すると。それを

そのまま、今までですと、紙焼きですと集めてしまって発表するまでだれも見ることができ

ないわけですが、応募した写真がそのまま一般の閲覧者、一般の方と観光客の皆さんも含め

て市民の方もホームページ上から見られると。ホームページはどこでつくるかというと、委

託先の会社になります。そういう面で、非常に手間がかからないというか、そして効率的で、

審査についてもある程度の期間をもって締め切るわけですが、それも管理者権限でログイン

というんですか、入りまして、その方々が審査するということで、ホームページのインター

ネットのサーバーとか、そういったものの管理についてもすべてそちらでやっていただける

ということで、非常に有効ではあるし、なおかつ手間がかからないといったことで、１回こ

れをやってみたいなということで前々から思っておりました。そういうことで、今回補正を

いただけるということでしたので、これを入れさせていただいたところです。 

  それから、トイレの設計委託についてですが、当然業務委託先は決まっておりません。こ

れは当然入札になると思いますけれども、建築費が幾らかということですけれども、大体爪

木崎のトイレ、あれは浄化槽がありましたから2,000万弱かかりましたけれども、それから

浄化槽を引いた分ぐらいのイメージでおります。それより少し便器を増やしたりとか、そう

いったことは考えております。これは設計によってですから、当然入札でどの程度のものが、

大きさを示せば入札で費用等もある程度決まってくる。この金額で委託するわけではありま

せんので、あくまで予算ということであります。そういう根拠でやらさせていただいており

ます。 

  それから、外ヶ岡の表示板、これは今回指定管理者が今年からかわりまして、昨年来、従

来の管理していただいているアドミニスター下田との協議の中では、なかなか事務連絡等で

うまく企画等が出てこなかったんですが、昨年指定管理者がかわる前になりまして企画をと

にかく重視してやっていこうということで、私どももしっかりと委員会の中に、協会を中心

とした会議所の職員も入りますけれども、農協さん、漁協さん、企画がある程度できる人間

を有志として集まっていただいた中でいろいろな案が出ました。その中で、市のほうでこう

いった補助事業があると。ユニバーサルデザインというのは、皆さん言葉はよく聞いていら

れると思います。従来ですとバリアフリーというような、そういう段差がないというような

ものがあったんですが、そのもっと広い、広域的な意味で、広い視野で見るようなデザイン



－268－ 

ということで、ある程度障害者だけではなくて、健常者にもとにかく見やすくて、使いやす

くてというような、そういう部分がありましたので、この表示板については、表示板といい

ますか、今考えておりますのが、外ヶ岡交流館の国道側のほうに、これは非常に前々から視

認性が悪いといいますか、何の施設がわからないということがありましたので、アルミの薄

い板になりますけれども、看板といっても独立した看板ではなくて、今の外壁に張りつける

ような形で、「道の駅下田開国みなと」という表示と、俗に言うピクトグラムというユニバ

ーサルデザインの規格があるわけですけれども、トイレとか案内所とか、数種類のマークを

一緒につけるとかなり大きなサイズになると思いますけれども、今で言う、４階ですか、一

番上の高いところの両サイドに銅板でできている茶色の部分がありますよね。そこを使って、

そこにアルミの薄い板というか、シールですと長持ちしないということで、アルミライトニ

ューム板というんですか、そういう名前だったと思いますけれども、そういうものを、文字

を切ったものを張りつけていただくというふうなことで、看板という形で、視認性を高める

という意味でのユニバーサルデザインということを考えております。現状そういうことで考

えております。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） ３番。 

○３番（伊藤英雄君） フォトコンテストはわかりました。ホームページで、そういうものが

あってもいいのかなという気がする反面、管理者側で全部やるとなると、本当に下田らしさ

といいますか、下田への思いといいますか、建設課長がよくやっているまち遺産でしたか、

その辺の思いとかイメージが本当にホームページの開設者のほうに理解されるんだろうかな

と、ちょっとそういうずれがなければいいなと思いますが、それも一つのやり方でしょうか

ら、それはそうなんだろうなと思います。 

  トイレのほうは、150万はいかんせん高過ぎて、恐らく建物は浄化槽を抜いたら2,000万円

も超えることもあるんじゃないですか。建物、トイレですからね。白浜で１億円のトイレと

いうのもあったから、随分評判もいいようで、きれいに建っているようなんだけれども、ぜ

ひ、まいまい通りではそういう轍を踏まないように慎重にやっていただきたいと思います。 

  終わります。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ございませんか。 

  ９番。 

○９番（増田榮策君） ２点だけお聞きいたしますけれども、新型インフルエンザワクチンの
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接種事業189万ほど補正であれしていますが、これ、新聞等によりますと昨年はインフルエ

ンザの問題が大きく取り上げられていましたが、全体的に、総体的に見るとインフルエンザ

の接種をするのが非常に少なかったと、こういうことが言われております。つい最近ですが、

これ、インフルエンザではありませんけれども、たまたま私の孫が行っている保育園に送っ

ていって気がついたですが、ほとんどの子供が風邪を引いているような状態で、鼻をぐずぐ

ずやっているような状態でした。これが今、気候変動でかなり暑い日が続いてきますけれど

も、急に寒くなって流行の兆しといいますか、接種をしていなかった場合は、かなり大きな

インフルエンザの被害が出るような私は気がするんですが、果たしてこれをＰＲ的に少しで

も接種を多目にＰＲすることといいますか、そういうことは大事でないのかなと思いますが、

その辺は今後の見通しとしてはどういうふうに考えているか、まず１点お聞きします。 

  第２点目は、つい最近ですが全国的に問題になりました100歳以上の高齢者の戸籍で、生

存が確認されていないというのが下田で１件ありました。今後、少子高齢化、相当なスピー

ドで進んでおりますが、私の周辺でも90歳以上の方で身寄りのない方が何人かいるわけです

が、こういった方々の、もし万が一事故があった場合、今までの戸籍で果たして高齢者の、

国の指導もあると思いますが、高齢者の管理といいますか、そういった面について非常に取

り組みを厳格にしていかなければならないのではないのかなと、こういうふうに思いますが、

今後、この取り組みについて防止に関しまして高齢者の掌握、そういうものに予算措置をし

ていくのかしていかないのか、その辺をお聞きいたします。 

○議長（増田 清君） 健康増進課長。 

○健康増進課長（平山廣次君） 新型インフルエンザワクチンの件でご質問があったわけです

が、それについてお答えします。 

  新型インフルエンザの予算要求を９月議会に提案したわけなんですが、今回、改めて国の

ほうから、今年度も新型インフルエンザワクチンを助成するという、こういった方向で進ん

でおります。今までは季節性のインフルエンザと、昨年からそれにプラス、新型インフルエ

ンザという、こういったことで進めていたわけなんですが、今年につきましては、10月から

季節性のインフルエンザワクチンと新型インフルエンザワクチンが一緒になっている３価ワ

クチンという形で市場に流通しております。それを今年度接種するような形で、今、実は進

めております。10月から進めるということで、医師会のほうとも具体的な詰めをやっており

ます。昨年は新型インフルエンザにつきまして重症化が見られなかったということと、流行

が６月ごろから弱り始めて、そんなに爆発的に流行しなかったという弁がありまして、ワク
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チンの薬品代は余ったような状態になっておりました。今年は、こういったものも踏まえま

して、郵送料を踏まえて個別に連絡をとってやるということで、当面、今年度の予算として

は1,200人分を入れてございます。なるべく多くの方に接種していただくような形で、関係

機関とも連携をとって進めていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（増田 清君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（清水裕三君） 高齢者の生存確認の件です。たまたま100歳以上、下田はあ

りましてお騒がせしたところですけれども、国の方針、今、正式な文書は来ておりません。

ですけれども、要するに民生委員に頼めということであります。ですけれども、民生委員さ

ん、ひとり暮らしの見回りについては、うちのほうからデータを渡して、こういう人がいま

すからということでお願いしております。ですけれども、今回問題になったのは、家族がい

て高齢者がいなかったと、こういうケースははっきり言って、郵便は届きます。ですから、

ひとり暮らしにつきましては、国のほうの方針が民生委員を使えということでありますので、

民生委員さん、一応ボランティアの組織ですので、費用的にはかからないと思っています。

ですから、内容がはっきりしておりませんもので、これから先どうなるかわかりませんけれ

ども、民生委員さんを使うということであれば、特段の費用は必要ないということで危惧し

ておりません。ですけれども、まだ正式に何も文書がありませんもので、報道を聞きかじっ

ているだけですので、申しわけないですけれどもこの程度しかお答えできません。 

○議長（増田 清君） ９番。 

○９番（増田榮策君） インフルエンザについてはわかったわけですけれども、確かに昨年は

市役所のトイレとかあらゆる公共機関とか、そういうところに手洗いの消毒液またはそうい

うものがあったわけですが、つい最近、またそれが忘れられて、ある程度使われなくなった

ような状態だと思うんです。例えば集団感染をするような学校関係は、こういう消毒とか、

例えば、ごほんごほんせきをするような子供に対してマスクをしろというような指導、消毒

液は十分に配慮する、それから石けんの手洗いの励行、そういったものの予算措置というの

あるんでしょうか。 

○議長（増田 清君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（名高義彦君） 去年は本当に９月後半からでしたでしょうか、学校が休校あ

るいは学級閉鎖になるような事態になりまして私たちも非常に憂慮したわけですが、通常の

いつもの手洗いですとか、そしてまた、時期になれば、そういう時期になってきましたらマ
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スクを励行するとか、そういうことは例年やっておりますもので、今のところそういう対応

でいきたいというふうに考えております。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ありませんか。 

  ６番。 

○６番（岸山久志君） 2300番事業の普通旅費なんですけれども、このたび焼却灰が群馬のた

しか草津のほうに、現に処理できなくなってきたということで、新たな処理方法を探してい

るということで行ったらしいんですけれども、それの成果等わかりましたらお願いいたしま

す。 

○議長（増田 清君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（藤井睦郎君） 今、岸山議員のほうから焼却灰の処理ができなくなったから

ということではなくて、今、群馬の草津のほうで処理をしていますけれども、これは単純に

管理型の処分場に埋め立て処理を最終処分でしているわけですけれども、今回、この補正で

いただいている旅費等につきましては、リサイクルをする業者のところ、路盤材とか雑草が

生えにくいように公園のそういう敷地に敷き詰めるとか、そういう効果をねらった再生処理

をしている、焼却灰をしている工場がありまして、そこに将来的リサイクルという理念の中

から、今の焼却灰も回してリサイクルしていきたいというようなこともあって、それで、補

正で一度見に行きたいと。どういう状況なのかということで、補正をいただいているもので

ございます。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田 清君） これをもって質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議第43号議案は、それぞれ所管の常任委員会に付託いたし

ます。なお、人件費については総務文教委員会に付託します。 

  次に、議第44号 平成22年度下田市稲梓財産区特別会計補正予算（第１号）に対する質疑

を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田 清君） 質疑はないものと認めます。 

  ただいま議題となっております議第44号議案は、総務文教委員会に付託いたします。 

  次に、議第45号 平成22年度下田市下田駅前広場整備事業特別会計補正予算（第１号）に
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対する質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田 清君） 質疑はないものと認めます。 

  ただいま議題となっております議第45号議案は、産業厚生委員会に付託いたします。 

  次に、議第46号 平成22年度下田市公共用地取得特別会計補正予算（第１号）に対する質

疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田 清君） 質疑はないものと認めます。 

  ただいま議題となっております議第46号議案は、総務文教委員会に付託いたします。 

  次に、議第47号 平成22年度下田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に対す

る質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田 清君） 質疑はないものと認めます。 

  ただいま議題となっております議第47号議案は、産業厚生委員会に付託いたします。なお、

人件費については総務文教委員会に付託いたします。 

  次に、議第48号 平成22年度下田市介護保険特別会計補正予算（第１号）に対する質疑を

許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田 清君） 質疑はないものと認めます。 

  ただいま議題となっております議第48号議案は、産業厚生委員会に付託いたします。なお、

人件費については総務文教委員会に付託いたします。 

  次に、議第49号 平成22年度下田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に対する

質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田 清君） 質疑はないものと認めます。 

  ただいま議題となっております議第49号議案は、産業厚生委員会に付託いたします。なお、

人件費については総務文教委員会に付託いたします。 

  次に、議第50号 平成22年度下田市集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に対する質

疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（増田 清君） 質疑はないものと認めます。 

  ただいま議題となっております議第50号議案は、産業厚生委員会に付託いたします。 

  次に、議第51号 平成22年度下田市下水道事業特別会計補正予算（第２号）に対する質疑

を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田 清君） 質疑はないものと認めます。 

  ただいま議題となっております議第51号議案は、産業厚生委員会に付託いたします。なお、

人件費については総務文教委員会に付託いたします。 

  次に、議第52号 平成22年度下田市水道事業会計補正予算（第１号）に対する質疑を許し

ます。 

  １番。 

○１番（沢登英信君） 補正予算の４ページ、５ページでございますが、水道負担金146万

7,000円、分譲地開発に伴う負担金であると、こういうご説明でございますが、差し支えな

ければどこの地域のどういう規模の分譲地であるのか、まずお尋ねしたい。 

  それから、資本的支出で、落合、武山の調整池の手直しというんでしょうか、進めたいと

いうことでございますが、これまた、どういう現状であるのか、もう少し詳しくご説明をい

ただければと思います。 

○議長（増田 清君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（滝内久生君） 水道負担金につきましては、白浜の板美の松葉荘ご存じでし

ょうか、あの上がっていくところ、それから、少し行きますと桐光学園のほうに上がってい

くんですが、ちょっと行った先に右に入っていく未舗装の道路があるんですが、その奥でア

イキ不動産が開発をやるということで、その区画が８区画超えていますもので、このような

水道負担金がかかるということで、実際には納入されております。普通の分譲です。 

  それから、流量計なんですけれども、ちょうど武山の250ミリの流量計と浄水場の300ミリ

の系統の流量計が、８月上旬ですか、感知にばらつきが出ておかしいよということで、メン

テをやっている会社に来てもらって、暫定的な修理といいますか、やってもらっているんで

すけれども、今はそれで流量を感知しているんですけれども、これが昭和60年設置した流量

計で、約25年たっているということで、機械物でよくここまでもったなと思っていますけれ

ども、このままいきますとデータがとれなくなりますので、流量が一番水道の企業会計のも

とになりますので、何とかしたいということで、今回２基、浄水場のほうが約500万、武山
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配水場が250万という想定で今回お願いしています。 

  以上です。 

○議長（増田 清君） いいですか。 

○１番（沢登英信君） 結構です。 

○議長（増田 清君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田 清君） これをもって質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議第52号議案は、産業厚生委員会に付託いたします。なお、

人件費については総務文教委員会に付託いたします。 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（増田 清君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  これをもって散会します。 

  明日14日から22日まで決算審査特別委員会の審査を、24日及び27日に各常任委員会の審査

をお願いし、９月28日本会議を午前10時より開催いたしますので、ご参集のほどをよろしく

お願い申し上げます。 

  なお、18日、19日、20日、23日、25日、26日は休会といたします。 

  ご苦労さまでした。 

午後 ３時５８分散会 

 


